
（資料１） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２９年度公共事業再評価対象事業箇所一覧表   

再評価対象事業箇所位置図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



（
様
式
２
）

平
成
２
９
年
度
公
共
事
業
再
評
価
対
象
事
業
箇
所
一
覧
表

※
実
施
要
領
第
２
条
（
２
）
①
に
該
当
す
る
事
業

№
事
業
名

地
区
又
は
箇
所
名

事
業
箇
所

事
業
主
体

担
当
課

再
評
価
理
由

対
応
方
針

備
考

今
回
該
当
な
し

※
実
施
要
領
第
２
条
（
２
）
②
に
該
当
す
る
事
業

№
事
業
名

地
区
又
は
箇
所
名

事
業
箇
所

事
業
主
体

担
当
課

再
評
価
理
由

対
応
方
針

備
考

1
山
地
治
山
総
合
対
策
事
業

（
地
す
べ
り
防
止
事
業
）

鬼
ヶ
鼻
地
区

多
久
市
多
久
町

県
森
林
整
備
課

10
年
以
上
継
続

継
続

2
道
路
整
備
交
付
金
事
業

塩
屋
大
曲
線

伊
万
里
市
南
波
多
町

県
道
路
課

10
年
以
上
継
続

継
続

3
砂
防
施
設
等
整
備
交
付
金
事
業

（
地
す
べ
り
対
策
事
業
）

矢
筈

武
雄
市
西
川
登
町

県
河
川
砂
防
課

10
年
以
上
継
続

継
続

※
実
施
要
領
第
２
条
（
２
）
③
に
該
当
す
る
事
業

№
事
業
名

地
区
又
は
箇
所
名

事
業
箇
所

事
業
主
体

担
当
課

再
評
価
理
由

対
応
方
針

備
考

今
回
該
当
な
し

※
実
施
要
領
第
２
条
（
２
）
④
に
該
当
す
る
事
業

№
事
業
名

地
区
又
は
箇
所
名

事
業
箇
所

事
業
主
体

担
当
課

再
評
価
理
由

対
応
方
針

備
考

1
道
路
整
備
交
付
金
事
業

江
北
芦
刈
線

江
北
町
～
芦
刈
町

県
道
路
課

再
評
価
実
施
後
５
年
経
過

継
続

2
道
路
整
備
交
付
金
事
業

嬉
野
下
宿
塩
田
線

嬉
野
市
嬉
野
町
下
宿

県
道
路
課

再
評
価
実
施
後
５
年
経
過

継
続

3
都
市
公
園
事
業

佐
賀
城
公
園

佐
賀
市

県
都
市
計
画
課
再
評
価
実
施
後
５
年
経
過

継
続

4
河
川
整
備
交
付
金
事
業

（
広
域
河
川
改
修
事
業
）

松
浦
川

武
雄
市

県
河
川
砂
防
課
再
評
価
実
施
後
５
年
経
過

継
続

5
河
川
整
備
交
付
金
事
業

（
広
域
河
川
改
修
事
業
）

有
田
川

伊
万
里
市

県
河
川
砂
防
課
再
評
価
実
施
後
５
年
経
過

継
続

6
河
川
整
備
交
付
金
事
業

（
高
潮
対
策
河
川
事
業
）

浜
川

鹿
島
市

県
河
川
砂
防
課
再
評
価
実
施
後
５
年
経
過

継
続

※
実
施
要
領
第
２
条
（
２
）
⑤
に
該
当
す
る
事
業

№
事
業
名

地
区
又
は
箇
所
名

事
業
箇
所

事
業
主
体

担
当
課

再
評
価
理
由

対
応
方
針

備
考

今
回
該
当
な
し
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平
成

2
9
年

度
再

評
価

対
象

事
業

箇
所

位
置

図

凡
例

道
路

整
備

交
付

金
事

業
（嬉

野
下

宿
塩

田
線

）

【
嬉

野
市

】

道
路

整
備

交
付

金
事

業
（
江

北
芦

刈
線

）
【江

北
町

～
小

城
市

】

道
路

整
備

交
付

金
事

業
（
塩

屋
大

曲
線

）

【
伊

万
里

市
】

浜
川

高
潮

対
策

河
川

事
業

（浜
川

）

【
鹿

島
市

】

砂
防

施
設

等
整

備
交

付
金

事
業

（地
す

べ
り

対
策

事
業

）

（
矢

筈
地

区
）

【
武

雄
市

】

松
浦

川
広

域
河

川
改

修
事

業
（
松

浦
川

）

【
武

雄
市

】

有
田

川
広

域
河

川
改

修
事

業
（
有

田
川

）

【
伊

万
里

市
】

社
会

資
本

整
備

総
合

交
付

金
都

市
公

園
事

業
佐

賀
城

公
園

要
領

第
２

条
（
２

）
④

(再
々

評
価

)

要
領

第
２

条
（
２

）
②

(再
評

価
)

山
地

治
山

総
合

対
策

事
業

(地
す

べ
り

防
止

事
業

)
（
鬼

ヶ
鼻

地
区

）
【
多

久
市

】
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（資料２） 

 

 

平成 29年度公共事業 

再評価諮問箇所個別資料 
 

森林整備課 山地治山総合対策事業 

 (鬼ヶ鼻地区)  

 １ 公共事業再評価諮問箇所一覧表、B/C の考え方 

                       Ｐ1～2 

 ２ 公共事業再評価諮問箇所「継続」理由書等   Ｐ3 

 ３ 再評価対象事業箇所調書          Ｐ4 

 ４ 個別箇所説明資料            Ｐ5～14 



 



平成２９年度公共事業再評価諮問箇所一覧表

農林水産部 森林整備課

平成２９年度公共事業再評価諮問箇所一覧表

No. 事業名
事業箇所
（地区名）

事業年度
進 捗 率
（H２９）

対応方針

１
山地治山総合対策事業
（地すべり防止事業）

鬼ヶ鼻地区 H20～H38 14.3％ 継続

1



地すべり防止事業のＢ/Ｃの考え方

費用対効果 B/C

○総便益（B）： 地すべり防止事業によりもたらされる総便益額
（内訳）

・災害防止便益（山地災害防止便益）
※地すべりによって被る家屋や資材等の被害想定額

○総費用（C）： 地すべり防止事業及び維持管理に要する総費用
（内訳）

・事業費
・維持管理費

○費用便益比： 総便益（B）／総費用（C）

※便益と維持管理費は、事業完了後50年間で算定

2



平成２９年度公共事業再評価諮問箇所「継続」理由書等 

 

 （課名： 森林整備課 ） 

事 業 名 

（路河川等名） 

地すべり防止事業 

 鬼ヶ鼻地区 

継続理由 当地区では、平成１９年に市道及び周辺の林地内で亀裂や段

差などの地すべり現象が顕著化したことから、平成２０年度よ

り地すべり防止事業を実施している。 

現時点でも、地すべりの原因となる降雨時の地下水の上昇

や、道路や山林、宅地内等での亀裂の拡大が確認されることか

ら、当地区における、森林の公益的機能の回復と地域住民の生

活の安定を図るためにも、計画する対策工の完了に向け、事業

の継続は必要である。 

 

 【便益】 

災害防止便益            ６１．７億円 

  

【費用】 

事業費及び維持管理に要する総費用  ２８．４億円 

 

【費用便益】 

費用便益比（B/C）＝ ６１．７ / ２８．４ 

＝ ２．１７ 

 

 

 ※基準年における現在価値 

備  考  

3



様式１  
平成２９年度再評価対象事業箇所 （事業採択後、一定期間（5～10年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 
 

番号 
事 業 名 
(路･河川名等) 

事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 
事業を巡る社会経済 
情 勢 等 の 変 化 

費用対効果の 
要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替案 
等 の 可 能 性 

再評価理由 
対応方針 
(事業課案) 

備考 

 
 
 

 
地すべり防止
事業 
 
 
鬼ヶ鼻地区 
 
 
事業主体：県 
 
事業地： 
多久市多久町 
 
 
 
 
 

 
当地区では、平成１９

年に市道及び周辺の山
林内で亀裂や段差など
の地すべり現象が顕著
化したことから、平成２
０年度から地すべり防
止事業を実施している。 
現時点でも、地すべり

の原因となる降雨時の
地下水の上昇や、道路や
林地、宅地内等での亀裂
の拡大が確認されてお
り、森林の公益的機能の
回復と地域住民の生活
の安定を図るため、事業
を実施するものである。 

 
全体事業費：33.5億円 
 
工期：H20～H38 
 
 
事業内容 
 集水井工  １７基 
杭打工  １７０本 
ｱﾝｶｰ工  ３４８基 
測量試験費   1式 
補償費       1式 

 
 

 
実施事業費：4.8億円 
 
H29年度末進捗率： 
約14％（事業費ﾍﾞｰｽ） 
 
実施状況 
 集水井工   ４基 
杭打工   １２本 
ｱﾝｶｰ工   １８基 
測量試験費   1式 
補償費       1式 

 

 
近年、梅雨前線や台風

に伴う集中豪雨や地震等
の自然災害が頻発し、各
地で多くの山地災害が発
生していることから、防
災・減災に対する地域住
民の関心は高まってい 
る。 
このような中、当地区

では、地すべり対策工事
の実施期間中にも、区域
内の亀裂の拡大等の地す
べり現象は継続してお
り、整備促進に向けた地
域住民の声は高まってい
る。 

 
平成２０年度

の事業採択時に
は、山林内及び道
路の亀裂の等か
ら複数の小規模
ブロックの地す
べりと判断し、対
策工に着手した。 
 
 その後、ブロッ
ク外の道路、山林
及び住宅等に亀
裂や段差が確認
されたため、それ
らの発生状況に
ついて範囲を拡
大して調査する
とともに、ドロー
ンによる地表変
動域の調査を行
った結果、地すべ
りブロックの拡
大が確認され、事
業区域の拡大が
必要となった。 
 
 このため、事業
量および事業費
が増加した。 
 また、事業区域
の拡大に伴い、下
流の住宅地等へ
の被害想定範囲
が拡大した。 
 
 
B/C＝1.3→2.17 
 
 
 

 
（ｺｽﾄ縮減） 
  地すべりの原因
となる地下水の排
除を目的とする集
水井工を主体とし
て実施し、対策の
効果を検証しつ
つ、杭打工等の抑
止工を最小限に抑
えるなど、経済的
な工種・工法を採
用し、コスト縮減
に努めている。 
  
（代替案の検討） 
  地すべり機構解
析の結果により、
最も効果的かつ効 
率的な工種・工法
を採用しており、
代替案はない。 
 

 
事業採択後 
10年経過の 
ため再評価 
 
 
 
 
 

 
継続 
 
（理由） 
地すべり防止

事業では、地す
べり機構の解析
を行った上で、
複数の対策を組
み合わせること
により地すべり
現象を抑止する
こととしてお
り、計画する対
策工が完了する
まで、事業の継
続が必要であ
る。 
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平成２９年度 再評価

地区名：鬼ヶ鼻地区
事業名：地すべり防止事業
事業地：多久市多久町

（事業採択後１０年が経過）

多久聖廟

事業箇所

凡 例

事業区域

保全対象

武雄市

至 若木 至 佐賀

地すべり防止事業（鬼ヶ鼻地区） 位置図

保全対象
人家 ２６２ 戸
工場 ３ カ所
農地 ２８  
県道 900 ｍ
市道 3,450 ｍ
農道 1,200 ｍ

事業箇所： 多久市の南西部で多久聖廟から南に約２㎞

5



〇 集中豪雨等による地下水位の上昇により、地すべり活動

が活発化

• 平成１９年に市道および周辺の林地内等で、亀裂や段差などの「地すべ
り現象」が顕著化。

平成２０年度から
地すべり防止事業を実施

事業目的

地すべり被害の防止及び軽減により、
・ 森林の公益的機能の回復
・ 地域住民の生活の安定

を図る。

〇地すべりとは
斜面の一部が、地下水の影響と重力に
よって、斜面下方に移動する現象。移動
土塊量が大きい場合は甚大な被害を及
ぼす。

〇地すべり防止事業
地すべりによる被害を防止又は軽減
するため、原因となる地下水の排除
などの滑動の抑止対策を行う事業。

「地すべり」及び「地すべり防止事業」とは

イラスト：NPO法人土砂災害防止広報センター

イラスト：「地すべりを予防軽減するための活動の手引き」
（農林水産省）を加工して作成

6



全体事業費 ： ３３．５億円
工 期 ： 平成２０年度～平成３８年度

事 業 内 容 ： 集水井工 １７ 基
杭 打 工 １７０ 本
ｱﾝｶｰ 工 ３４８ 基

測量試験費 1式
補 償 費 1式

平成28年度まで 平成29年度 平成30年度以降

事業費（億円） 3.2 1.6 28.7

進捗率（％）
（事業費ベース）

9.6 4.8 85.6

事業概要

事業進捗状況

全体計画平面図

杭打工

集水井工

アンカー工

杭打工アンカー工

集水井工

全体計画内容 事業費

施工済み内容 事業費

・集水井工　　　１７基
・杭打工 　    １７０本
・アンカー工   ３４８基

　　　 億円

　　３３．５

・集水井工　　　　４基
・杭打工 　    　１２本
・アンカー工   　１８基

　　　億円

　　　４．８

H29まで

H30以降

凡   例
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（市道）側溝への押出

（市道）ブロック積み擁壁の割れ

（市道上部）森林内の段差

（市道）擁壁の割れから
連続する路面の亀裂

地すべり現象（H20年度）

連続す
る亀裂

地すべりブロック 年度 面積

1.5 

平成27年度 6 

15 

現在のすべり方向

地すべりブロック見直しの経緯
事業着手当時（H20）

道路とその周辺の、４つの小ブロック
の地すべり変状から、個別の小ブロッ
クの地すべりと判断。平成25年頃から、４つの小ブロック

の頭部亀裂が連続し始め、平成26
年には、小ブロック外の宅地や市道
にも地すべり変状が確認され、広範
囲で一体的な地すべり現象に拡大。

平成26年から28年にかけて、ドローン

による詳細調査を実施し、地表変動
の解析により、地すべり現象がさらに
広範囲に及ぶことを確認。

住宅

8



宅地内の亀裂・段差発生 隆起により市道の亀裂・段差発生玄関の傾き

地すべり現象の拡大（H26年度）

隆起範囲

市道擁壁の割れの拡大

森林内の亀裂・段差の拡大及び
亀裂の一体化を確認

地すべり現象の拡大（H26年度）

H20

H26H20

H26

9



○A：沈降域 ○B：隆起域

○C：非変動域

平成20～26年度

平成27年度

平成28年度 ～

このため、平成26年から

ドローンによる詳細調査を
実施。

地表変動域の解析により、
地すべり範囲はさらに広い
ことが確認され、現在のブ
ロックを設定した。

平成25年頃から頭部亀裂

が連続し始め、地すべり範
囲の拡大が考えられた。

平成26年には、当初想定

の小ブロック外の宅地や市
道にも変状が確認された。

ドローンを用いた地表変動の調査

（H26～28）

〇集水井工：地すべりを誘発する地下水を集水井に集めて地区外に排出する。

〇杭打工 ：鋼管杭を固い岩盤まで打ち込み、その抵抗力によって地すべりを防止する。

〇アンカー工：移動土塊と岩盤層を連結することにより、抵抗力を増加させて地すべりを
防止する。

岩盤層

土砂層
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集水井工
地すべりの原因となる地下水を排除する工法

施工完了箇所 状況

イメージ図

アンカー工
地すべりの移動土塊を抑止する工法

施工完了箇所 状況

岩盤層

すべり面

地すべり土塊

アンカー工
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施工状況

杭打工 施工状況
地すべりの移動土塊を抑止する工法

イメージ図

岩盤層

杭打工

地すべり土塊

すべり面

・ 近年、梅雨前線や台風に伴う集中豪雨や地震等の自然

災害が頻発し、各地で多くの山地災害が発生していること

から、防災・減災に対する地域住民の関心は高まっている。

・ 特に、 当地区は、対策工事実施期間中にも、区域内の

亀裂の拡大等の地すべり現象は継続しており、整備促進

に向けた地域住民の声は高まっている。

社会経済情勢等の変化

12



費用対効果

B/C ＝ ６１．７億円 ／ ２８．４億円 ＝ 2.17

費用対効果 Ｂ（総便益）/Ｃ（総費用）

○総便益（B）： 地すべり防止事業によりもたらされる総便益額 ： ６１．７億円
（内訳）

・一般資産被害（家屋、工場） ５５．１億円
・農作物被害（水稲） ０．２億円
・公共土木施設等災害被害（道路） ３．１億円
・間接被害（工場の営業停止被害等） ３．３億円

○総費用（C）： 地すべり防止及び維持管理に要する総費用 ： ２８．４億円

※ 便益と維持管理費は、事業完了後50年間で算定

（コスト縮減）
・ 地すべりの原因となる地下水の排除を目的とする集水

井工を主体として実施し、対策の効果を検証しつつ、杭

打工等の抑止工を 小限に抑えるなど、経済的な工種・

工法を採用し、コスト縮減に努めている。

（代替案の検討）
・ 地すべり機構解析の結果により、 も効果的かつ効率

的な工種・工法を採用しており、代替案はない。

コスト縮減や代替案等の可能性

13



・地すべり防止事業では、地すべり機構の解析を行った上

で、複数の対策を組み合わせることにより地すべり現象

を抑止することとしている。

・現在も地すべり現象は継続しており、計画する対策工が

完了するまで、事業の継続が必要である。

対応方針

14



（資料３） 

 

 

平成 29年度公共事業 

再評価諮問箇所個別資料 
 

道路課 道路整備交付金事業 

１ 公共事業再評価諮問箇所一覧表、B/Cの考え方 

                   Ｐ1～2 

２個別事業箇所資料 

（１）一般県道塩屋大曲線（谷口工区） 

 ① 公共事業再評価諮問箇所「継続」理由書等 

                   Ｐ3 

 ② 再評価対象事業箇所調書     Ｐ4 

 ③ 個別箇所説明資料        Ｐ5～10 

 

 



（２）一般県道江北芦刈線（江北・牛津・芦刈工区） 

①  公共事業再評価諮問箇所「継続」理由書等 

                   Ｐ11 

 ② 再評価対象事業箇所調書     Ｐ12 

 ③ 個別箇所説明資料        Ｐ13～18 

 

（３）一般県道嬉野下宿塩田線（下宿工区） 

 ① 公共事業再評価諮問箇所「継続」理由書等 

                   Ｐ19 

 ② 再評価対象事業箇所調書     Ｐ20 

 ③ 個別箇所説明資料        Ｐ21～26 

 

 



平成２９年度公共事業再評価諮問箇所一覧表

道路課

No. 事業名
事業箇所
（地区名）

事業年度
進 捗 率
（H２３）
（H２８）

対応方針

１
道路整備交付金事業
（社会資本整備総合交付金）

塩屋大曲線
（谷口）

Ｈ２０～Ｈ３０
－

75％
継続

２
道路整備交付金事業
（社会資本整備総合交付金）

江北芦刈線
（江北・芦刈・牛津）

Ｈ１０～Ｈ３５
84％
94％

継続

３
道路整備交付金事業
（社会資本整備総合交付金）

嬉野下宿塩田線
（下宿）

Ｈ１５～Ｈ３１
46％
73％

継続

平成２９年度公共事業再評価諮問箇所一覧表

1

県土整備部



道路事業のＢ/Ｃの考え方

○総便益（Ｂ）： 道路整備によりもたらされる総便益額

○総費用（Ｃ）： 道路整備及び維持管理に要する総費用

（内訳）
・走行時間短縮便益

＝車両１台当たりの時間価値×短縮時間×交通量

・走行経費減少便益
＝道路整備による走行経費の減少×走行距離×交通量

・交通事故減少便益
＝道路整備による人身事故件数の減少×人身事故一件当たり平均損失額

（人的損失額、物的損失額、渋滞損失額）

○費用便益比： 総便益（Ｂ）／総費用（Ｃ）

※便益と維持管理費は、供用開始後５０年間で算定

（内訳）
・事業費
・維持管理費

2



平成２９年度公共事業再評価諮問箇所「継続」理由書等 

 

 （課名： 道路課） 

 

事 業 名 

（路河川等名） 

道路整備交付金事業（社会資本整備総合交付金） 

一般県道 塩屋大曲線（谷口工区） 

継続理由 本路線は、伊万里市黒川町の国道２０４号と伊万里市南波多

町の国道２０２号を結ぶ道路である。 

本事業は、西九州自動車道南波多谷口ＩＣとアクセス道路

（現道部）を整備するものである。 

これらにより、福岡方面へのアクセス性が向上し、地域間の

交流や物流促進を図るとともに、現道部においては、峠部の連

続したカーブ区間を解消することで、交通の円滑化と交通安全

の向上にも寄与するものであり、当初から事業の必要性に変化

がないことから、引き続き事業を継続することとしたい。 

Ｂ／Ｃの 

算出方法 

【 便益 】 

・走行時間短縮便益 ＝ ６２．６億円 

・走行経費減少便益 ＝ １７．８億円 

・交通事故減少便益 ＝ １０．２億円 

合計 ＝ ９０．６億円 

【 費用 】 

・事業費      ＝ １８．０億円 

・維持修繕費    ＝  １．８億円 

       合計 ＝ １９．８億円 

 

 費用便益 Ｂ／Ｃ ＝ ９０．６／１９．８  

          ＝ ４．５８ 

※基準年における現在価値 

備  考  
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様式１  
平成２９年度再評価対象事業箇所 （事業採択後、一定期間（5～10年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 
 

番号 
事 業 名 
(路･河川名等) 

事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 
事業を巡る社会経済 
情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 
の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替案 
等 の 可 能 性 

再評価理由 
対応方針 
(事業課案) 

備考 

 
 
 

 
道路整備交付金
事業（社会資本
整備総合交付
金） 
 
一般県道塩屋大
曲線（谷口工区） 
 
事業主体：県 
事業地：伊万里
市南波多町谷口 
～古里 

 
本路線は、伊万里市黒

川町の国道２０４号と伊
万里市南波多町の国道２
０２号を結ぶ道路であ
る。 
本事業は、西九州自動

車道南波多谷口ＩＣとア
クセス道路（現道部）を
整備するものである。 
これらにより、福岡方

面へのアクセス性が向上
し、地域間の交流や物流
促進を図るとともに、現
道部においては、峠部の
連続したカーブ区間を解
消することで、交通の円
滑化と交通安全の向上に
も寄与するものである。 
 

 
全体事業費：16.6億円 
 
工期：H20～H30 
 
事業内容： 
 延長 L=1,790m 
 幅員 W=6.5(14.0m) 
 
 改良工  L=1,790m 
 橋梁工  N=1橋 
 舗装工  L=1,790m 
 測試   1式 
 用地補償 1式 

 
○H28末進捗率：約75% 
（事業費ﾍﾞｰｽ) 
（年平均進捗率 8%） 
 
○用地補償契約 100% 

 
・平成27年2月1日に西九州
自動車道北波多ＩＣ～南
波多谷口ＩＣ間の延長
4.8kmが供用開始されたこ
とにより、伊万里市～福岡
市間の所要時間が短縮し
た。 
・平成29年度末には南波多
谷口IC～伊万里東府招IC
間の延長5.3㎞が供用予
定。 
 

 
事業採択時と

比較して大きな
要因の変化は見
られない。 
 
Ｂ／Ｃ＝4.58 
 
 
 

 
(ｺｽﾄ縮減) 
・再生資材の利用
促進を図ってい
る。 
 
・工事で発生する
残土を盛土等に流
用する。 
 
(代替案の検討) 
・特になし 
 
 
 
 
 
 

 
事業採択後10
年経過のため
再評価 

 
継続 
 
(理由) 
当該箇所の事

業の必要性に変
化がなく、交通の
円滑化と交通安
全を図るため、事
業を継続したい。 
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平成２９年度 再評価委員会

路線名：一般県道 塩屋大曲線（谷口工区）
事業名：道路整備交付金事業
事業地：伊万里市南波多町谷口～古里

（事業採択後10年が経過）

事業延長 L=1,790m

 至 唐津市

 至 伊万里市街

国
道

２
０

２
号

位置図

伊万里東
府招IC

5



インターチェンジ整備及び急カーブ解消により

事業目的

交通の円滑化、安全性の向上

急カーブで
峠となっており危険

西九州自動車道の整備により

福岡方面へのアクセス強化

佐賀国道事務所ＨＰより

全体事業費：１６．６億円

工 期：平成２０年度～平成３０年度

全 体 延 長：Ｌ＝１，７９０ｍ

事 業 内 容：改良工 Ｌ＝１，７９０ｍ 橋梁工 N＝１橋

舗装工 L＝１，７９０ｍ

測試 １式 用地補償 １式

事業概要

事業の進捗状況

平成28年度まで 平成29年度 平成30年度以降

事業費（億円） 12.5 4.0 0.1

進捗率（％） 75.3 99.4 100.0

用地進捗率（％）※ 98.0 100.0 100.0

※面積ベース
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平 面 図 全体計画 Ｌ＝1,790ｍ

緑着色は西九州自動車道事業

⻘ 平成 28 年度  
赤 平成 29 年度施⼯箇所

凡  例

⼯
事

平成２９年 現地状況
①西九州自動車道

③南波多谷口ＩＣ

②起点側より終点側を望む

④終点側より終点側を望む（カーブ区間解消）

 至 唐津市

 至 伊万里街（整備中）

 至 国道202号

 至 伊万里港

 至 伊万里港

 至 国道202号

至 国道202号  

 至 伊万里港

7



11.40

2.20 0.50 3.00 3.00 0.50 2.20

2.50 0.75 3.25 3.25 0.75 2.50

13.00

横 断 図

現 況

計 画

事業を巡る社会経済情勢等の変化

・平成27年2月1日に西九州自動車道北波多ＩＣ～南波

多谷口ＩＣ間の延長4.8kmが供用開始されたことにより、

伊万里市～福岡市間の所要時間が短縮した。

・平成29年度末には南波多谷口IC～伊万里東府招IC

間の延長5.3㎞が供用予定。

8



費用対効果の要因の変化

【便益】
走行時間短縮便益＝ ６２．６億円
走行経費縮小便益＝ １７．８億円
交通事故減少便益＝ １０．２億円

合 計 ９０．６億円

【費用】
事業費 ＝ １８．０億円
維持管理費 ＝ １．８億円

合 計 １９．８億円

※基準年（平成２９年度）における現在価値

費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝９０．６／１９．８＝４．５８

• 事業採択時と比較して大きな要因の変化は見られない。

コスト縮減や代替案等の可能性

（コスト縮減）

• 再生資材の利用促進を図っている。

• 工事で発生する残土を盛土等に流用する。

（代替案の検討）

• 特になし

9



対応方針（事業課案）

・当該箇所の事業の必要性に変化がなく、交通
の円滑化と交通安全を図るため、事業を継続し
たい。

10



平成２９年度公共事業再評価諮問箇所「継続」理由書等 

 

 （課名： 道路課  ） 

事 業 名 

（路河川等名） 

道路整備交付金事業（社会資本整備総合交付金） 

一般県道江北芦刈線 

継続理由  本路線は、江北町と小城市芦刈町を結び、有明海沿岸道路と

連携することにより、佐賀県西部地域と佐賀市、九州佐賀国際

空港との連絡強化が期待される重要な道路である。 

 しかしながら、現道は幅員が狭く、車両の通行に支障を来た

していることから早急な対応が求められている。 

このため、バイパス整備により、交通の円滑化及び交通安全

の向上を図るとともに、混雑している国道３４号の交通混雑緩

和にも寄与するものであり、当初から事業の必要性に変化がな

いことから、引き続き事業を継続したい。 

 

 

 

Ｂ／Ｃの 

算出方法 

【 便益 】 

・走行時間短縮便益 ＝ １８７．２億円 

・走行経費減少便益 ＝  ８４．４億円 

・交通事故減少便益 ＝  ２３．６億円 

合計 ＝ ２９５．２億円 

【 費用 】 

・事業費      ＝ ２０２．６億円 

・維持修繕費    ＝   ２．３億円 

       合計 ＝ ２０４．９億円 

 

 費用便益 Ｂ／Ｃ ＝ ２９５．２／２０４．９ 

          ＝ １．４４ 

※基準年における現在価値 

備  考  
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様式２  
平成２９年度再評価対象事業箇所    （再評価実施後、一定期間（5年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 
（対象：平成２４年度再評価実施事業） 

番号 項目 
事 業 名 
(路･河川名等) 

事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 
事業を巡る社会経済 
情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 
の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替案 
等 の 可 能 性 

再評価理由 
対応方針 
(事業課案) 

 
 
 

再評価 
時点 
 
H24 

 
道路整備交付機
事業（社会資本
整備総合交付
金） 
 
一般県道江北芦
刈線（江北・牛
津・芦刈工区） 
 
事業主体：県 
事業地：江北町
佐留志～小城市
芦刈町道免 
 

  
本路線は、江北町と小城市
芦刈町を結び、有明海沿岸
道路と連携することによ
り、佐賀県西部地域と佐賀
市、九州佐賀国際空港との
連絡強化が期待される重
要な道路である。 
 しかしながら、現道は幅
員が狭く、車両の通行に支
障を来たしていることか
ら早急な対応が求められ
ている。 
 このため、バイパス整備
により、交通の円滑化及び
交通安全の向上を図ると
ともに、混雑している国道
３４号の交通混雑緩和に
も寄与するものである。 

 
全体事業費：125.9億円 
 
工期：H10～H25 
 
事業内容： 
 延長 L=4,600m 
 幅員 W=13.0(25.0)m 
 
 改良工 L=4,211m 
 舗装工 L=4,600m 
 橋梁   2橋(389m) 
 測試   1式 
 用地補償 1式 
 
 

 
Ｈ23末進捗率：約84％ 
（事業費ベース） 
（年平均進捗率6％） 
 
H24年度末に暫定形で供用。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・平成24年度末に当該事
業区間を暫定形で供用し
ており、国道34号から交
通の転換が図られた。 
 
・有明海沿岸道路の整備
により、更なる交通量の
増加が見込まれる。 

 
事業採択時と

比較して大きな
要因の変化は見
られない。 
 
B/C = 2.55 
 
 
 
 

 
（ｺｽﾄ縮減） 
・再生資材の利用
促進を図ってい
る。 
 
・工事で発生する
残土を盛土等に流
用する。 
 
 
（代替案の検討） 
・特になし 
 
 

 
再評価実施後５
年が経過のため
再評価 
 

 
継続 
 
（理由） 
車両通行に

よる危険な状
況が解消され
ていないため、
事業を継続し
交通の円滑化
及び自転車や
歩行者の安全
確保を図る。 
 

現時点 
 
 

同上 
 
 

同上 
 
 

全体事業費：140.3億円 
 
工期：H10～H35 
 
事業内容： 
 延長 L=4,600m 
 幅員 W=13.0(25.0)m 
 
 改良工 L=4,211m 
 舗装工 L=4,600m 
 橋梁   2橋(389m) 
 測試   1式 
 用地補償 1式 
 

Ｈ28末進捗率：約94％ 
（事業費ベース） 
（年平均進捗率5％） 
 
○用地補償契約 約99％ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全体事業費増
額と工期延伸に
よる費用便益費
の減 
 
B/C = 1.44 

同上 
 
 

再評価実施後５
年が経過のため
再評価 
 

継続 
 
（理由） 
 当該箇所の
事業の必要性
に変化がなく、
交通の円滑化
と交通安全を
図るため、事業
を継続したい。 

理由等 
 
 

 
 
 

 
 
 

・対面通行の暫定供用で
完了予定としていた区
間において、供用後の交
通変化を踏まえ、中央分
離帯を設けた形での完
成供用とするための工
事費の増及び工期の延
伸。 
・事業損失補償費の見直 
しによる補償費の増。 
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平成2９年度 再評価委員会

路線名：一般県道 江北芦刈線
（江北・牛津・芦刈工区）

事業名：道路整備交付金事業
事業地：江北町佐留志

～小城市芦刈町道免

（再評価実施後５年が経過）

位置図

事業延長 Ｌ＝４，６００ｍ

江北工区
Ｌ＝１，４００ｍ

牛津工区
Ｌ＝１，１００ｍ

芦刈工区
Ｌ＝２，１００ｍ

芦刈小学校

芦刈中学校

江北小学校

江北中学校

芦刈ＩＣ
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事業目的

交通の円滑化、安全性の向上

バイパス（歩道含む）整備により

有明海沿岸道路  
アクセス強化

事業区間

幅員狭小

全体事業費：１４０．３億円

工 期：平成１０年度～平成３５年度

全 体 延 長：Ｌ＝４，６００ｍ

事 業 内 容：改良工 Ｌ＝４，２１１ｍ 橋梁工 N＝２橋

舗装工 L＝４，６００ｍ

測試 １式 用地補償 １式

事業概要

事業の進捗状況
平成２８年度まで 平成２９年度 平成３０年度以降

事業費（億円） １３２．２ ０．３ ７．８

進捗率（％） ９４．３ ９４．５ １００．０

用地進捗率（％）※ ９８．９ ９８．９ １００．０

※面積ベース

14



平 面 図

平成29年 現地状況

6

暫定供用区間中央分離帯整備済み区間

15



現 況

計 画

横 断 図

事業を巡る社会経済情勢等の変化

• 平成24年度末に当該事業区間を暫定形で供用してお
り、国道34号から交通の転換が図られた。

• 有明海沿岸道路の整備により、更なる交通量の増加
が見込まれる。

16



費用対効果の要因の変化

• 【便益】

走行時間短縮便益 ＝ １８７．２億円

走行経費縮小便益 ＝ ８４．４億円

交通事故減少便益 ＝ ２３．６億円

合計 ２９５．２億円

• 【費用】

事 業 費 ＝ ２０２．６億円

維 持 管 理 費 ＝ ２．３億円

合計 ２０４．９億円

※基準年（平成２９年度）における現在価値

費用便益比（Ｂ／Ｃ） ＝２９５．２／２０４．９＝１．４４

• 全体事業費増額と工期延伸による費用便益費の減。

コスト縮減や代替案等の可能性

（コスト縮減）

• 再生資材の利用促進を図っている。

• 工事で発生する残土を盛土等に流用する。

（代替案の検討）

• 特になし

17



対応方針（事業課案）

• 当該箇所の事業の必要性に変化がなく、交
通の円滑化と交通安全を図るため、事業を継
続したい。

18



平成２９年度公共事業再評価諮問箇所「継続」理由書等 

 

 （課名：道路課） 

 

事 業 名 

（路河川等名） 

道路整備交付金事業 

（一般県道嬉野下宿塩田線） 

継続理由  本路線は、嬉野市嬉野町と嬉野市塩田町を結び、長崎自動車

道嬉野ＩＣへのアクセス道路として、地域間の交流や物流促進

が期待される重要な道路である。 

 本計画区間を整備することで、嬉野市塩田町方面から嬉野Ｉ

Ｃへのアクセス性の向上と嬉野市街地を通る国道３４号の交

通の円滑化を図るとともに、歩道整備により、周辺に存する嬉

野中学校の生徒や地域住民の交通安全の向上にも寄与するも

のであり、当初から事業の必要性に変化がないことから、引き

続き事業を継続することとしたい。 

Ｂ／Ｃの 

算出方法 

【 便益 】 

・走行時間短縮便益 ＝ ４８．３億円 

・走行費用短縮便益 ＝  ９．４億円 

・交通事故減少便益 ＝  ３．８億円 

       合計 ＝ ６１．５億円 

【 費用 】 

・事業費      ＝ ２８．６億円 

・維持修繕費    ＝  １．２億円 

       合計 ＝ ２９．８億円 

 

 費用便益 Ｂ／Ｃ ＝ ６１．５／２９．８ 

          ＝ ２．０６ 

備  考  
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様式２  
平成２９年度再評価対象事業箇所    （再評価実施後、一定期間（5年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 
（対象：平成２４年度再評価実施事業） 

番号 項目 
事 業 名 
(路･河川名等) 

事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 
事業を巡る社会経済 
情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 
の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替案 
等 の 可 能 性 

再評価理由 
対応方針 
(事業課案) 

 
 
 

再評価 
時点 
 
H24 

 
道路整備交付金
事業（社会資本
整備総合交付
金） 
 
一般県道嬉野下
宿塩田線（下宿
工区） 
 
事業主体：県 
事業地：嬉野市
嬉野町下宿 
 
 

  
本路線は、嬉野市嬉野町

と嬉野市塩田町を結び、長
崎自動車道嬉野ＩＣへの
アクセス道路として、地域
間の交流や物流促進が期
待される重要な道路であ
る。 
 本計画区間を整備する
ことで、嬉野市塩田町方面
から嬉野ＩＣへのアクセ
ス性の向上と嬉野市街地
を通る国道３４号の交通
の円滑化を図るとともに、
歩道整備により、周辺に存
する嬉野中学校の生徒や
地域住民の交通安全の向
上にも寄与するものであ
る。 

 
全体事業費：20.8億円 
 
工期：H15～H28 
 
事業内容： 
 延長 L=1,970m 
 幅員 W=6.5(15.0)m 
 
 改良工  L=1,970m 
 舗装工  L=1,970m 
 測試   1式 
 用地補償 1式 
 
 
 
 

 
H23末進捗率：約46％ 
（事業費ベース） 

（年平均進捗率5％） 
 
○用地補償契約 約98％ 
 
 

 
・嬉野市への観光客数は増
加傾向にあり、嬉野ＩＣへ
のアクセス道路の整備に
より利便性の向上が期待
される。 
 
・九州新幹線西九州ルート
の開業に伴い、近傍に嬉野
温泉駅（仮称）が整備され
ることから、駅を中心とし
た新たな市街地形成が図
られる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
事業採択時と

比較して大きな
要因の変化は見
られない。 
 
B/C ＝ 2.94 
 
 
 
 

 
（ｺｽﾄ縮減） 
・再生資材の利用
促進を図ってい
る。 
 
・工事で発生する
残土を盛土等に流
用する。 
 
（代替案の検討） 
・特になし 
 
 

 
着手より10年経
過のため再評価 
 
 
 
 

 
継続 
 
(理由) 
 事業の必要
性に変化がな
い。 
 現在も、依然
として交通の
円滑化と交通
安全の確保が
出来ていない
事から、引き続
き事業を継続
したい。 

現時点 
 
 

 
同上 
 
 

 
同上 
 
 

 
全体事業費：24.7億円 
 
工期：H15～H31 
 
事業内容： 
 延長 L=1,970m 
 幅員 W=6.5(15.0)m 
 
 改良工  L=1,970m 
 舗装工  L=1,970m 
 測試   1式 
 用地補償 1式 
 
 

 
H28末進捗率：約73％ 
（事業費ベース） 

（年平均進捗率5％） 
 
○用地補償契約 100％ 
 
 

  
全体事業費増

額と工期延伸に
よる費用便益費
の減 
 
B/C ＝ 2.06 

 
同上 
 
 

 
再評価実施後５
年が経過のため
再評価 
 
 

 
継続 
 
(理由) 
当該事業箇

所はバイパス
による整備で
あるため、整備
効果を発現す
るためには、事
業の継続が必
要である。 
 当該箇所の
事業の必要性
に変化がなく、
交通の円滑化
と交通安全を
図るため、事業
を継続したい。 

理由等 
 
 

 
 
 

 
 
 

・切土法面の変状発生に
よる対策工法の検討及
び施工に伴う工事費の
増及び工期の延伸。 
・建設発生土の運搬距離
延伸による工事費の増。 
・施工時の騒音対策に係
る地元調整に時間を要
したことによる工期の
延伸。 
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平成 29年度公共事業 
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平成２９年度公共事業再評価諮問箇所一覧表

県土整備部 都市計画課

平成２９年度公共事業再評価諮問箇所一覧表

No. 事業名
事業箇所
（地区名）

事業年度
進 捗 率
（H２３）
（H２８）

対応方針

１ 都市公園事業
佐賀城
公園

（前回：S43～H27）
（今回：S43～H34）

（H23：90.9％）
（H28：75.4％）

継続

1



都市公園事業のＢ/Ｃの考え方

費用対効果 B/C

○ 総便益（B）： 「直接利用価値」及び「間接利用価値」により計測
（内訳）
◆ 直接利用価値： 公園利用者は、公園までの移動費用をかけてまでも公園を利用する

価値があると認めているという前提のもとで、公園までの移動費用（料金、
所要時間）を利用して公園整備の価値を貨幣価値で評価する方法

◆ 関節利用価値： 公園整備を行った場合と行わなかった場合の周辺世帯のもつ望ましさ
(効用)の違いを貨幣価値に換算することで公園整備を評価する方法

○ 総費用（C）：佐賀城公園整備に要する「事業費」「維持管理費」を対象
（内訳）
◆ 事業費： 公園整備に要する施設費・用地費（公園整備費交付金事業費）

◆ 維持管理費： 公園施設更新、補修等に要する費用（公園整備費）

○ 費用対効果： 総便益（B）／総費用（C）

【旅行費用法】

【効果関数法】

2



平成２９年度公共事業再評価諮問箇所「継続」理由書等 

 

 （課名：都市計画課） 

 

事 業 名 

（路河川等名） 

都 市 公 園 事 業 

佐 賀 城 公 園 

継続理由  

 

佐賀城公園内には、佐賀城本丸歴史館をはじめ、観光・交流の拠

点として多くの来園者があり、近年では海外からも多く来園されて

いる。また、「水」と「緑」、「歴史」を活かしたまちづくりを目指し、

孫の世代（100 年後）まで受け継げるような、品格ある佐賀城下を

再生することを目的とした「佐賀城下再生百年構想（平成19年3月）」

を官民一体となって策定された。 

このようなことから、佐賀城公園は単なる公園としてだけでなく、

“まちづくり”を形成する要素（公園と住宅地や公共施設が調和）

となるものである。 

佐賀城公園の整備による、費用便益比（Ｂ／Ｃ）が２.４６で、費

用対効果は十分見込まれるとともに、利用者からの本事業に対する

期待の声は大きく、「佐賀城跡」としての一体的な整備を行うため、

事業の継続が必要である。 

Ｂ／Ｃの 

算出方法 

○佐賀城公園の費用対効果については、「改訂第 4 版 大規模公園

費用対効果分析手法マニュアル（平成 29 年 4 月発行）」（国土交通

省 都市･地域整備局 公園緑地課）に基づき、総費用に対する総便

益の比率をもって計測 

○費用としては、公園整備に要する用地費、施設費、維持管理費を

対象とした。 

○便益としては、直接利用価値及び間接利用価値により計測した。 

・直接利用価値：公園利用者は、公園までの移動費用をかけてまで

も公園を利用する価値があると認めているという前提のもとで、

公園までの移動費用（料金、所要時間）を利用して公園整備の価

値を貨幣価値で評価する方法（旅行費用法） 

・間接利用価値：公園整備を行った場合と行わなかった場合の周辺

世帯のもつ望ましさ(効用)の違いを貨幣価値に換算することで公

園整備を評価する方法（効用関数法） 

備  考  
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様式２  
平成２９年度再評価対象事業箇所    （再評価実施後、一定期間（5年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 
（対象：平成２４年度再評価実施事業） 

番号 項目 
事 業 名 
(路･河川名等) 

事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 
事業を巡る社会経済 
情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 
の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替案 
等 の 可 能 性 

再評価 
理由 

対応方針 
(事業課案) 

 
 
 

再評価 
時点 
 
 

都市公園事業 
（佐賀城公園） 
 
事業主体：県 
事業地：佐賀市 
 
 
 
 
 

佐賀城跡を囲
む濠沿いの緑あ
ふれる散策路や
文化施設（博物
館、美術館、図書
館、佐賀城本丸歴
史館）周辺の広場
を整備し、県民に
うるおいとやす
らぎのある憩い
の場を提供し、歴
史・文化・レクリ
エーション・防災
公園としての整
備を図る。 
 
また、佐賀城本

丸歴史館を核と
する周辺のまち
づくり構想であ
る佐賀城下再生
百年構想が策定
され、品格のある
佐賀城下の再生
に向けた整備を
進める。 
 
 
 
 

全体事業費：87.6億円 
期間：S43～H20年度 
全体計画：31.8ha 
主要施設：濠、広場、園路、
植栽、四阿、遊戯施設、便所、
照明灯、土塁、駐車場 
関連施設：博物館、美術館、
図書館、体育館、歴史資料館
（H16）等 
都市計画決定変更：H8全体 

H13度末事業費：48.7億円 
供用面積：24.4ha 
進捗率 ：75.5％ 
平均年度進捗率：2.2％ 
整備経緯 
S43公園供用面積21.3ha 
H4    〃  24.3ha 
H10   〃  24.4ha 
H14以降事業内容 
「歴史の森地区」整備 
駐車場、便所、植栽、濠 

佐賀空港の開港や空港道路が
整備され、平成16年度に歴史資料
館開館予定もあり、佐賀県を代表
する観光拠点・交流の場として県
内外の利用者が見込める。 
 現在、整備されている博物館、
美術館、図書館、体育館等の関連
施設の利用と併せ、環境や健康保
持増進への意識が高まる中、園
路、広場等の公園利用者も増加し
ている。 

事業採択時と
比較し、緑や環
境、健康増進やレ
クリエーション、
景観等に対する
住民意識が飛躍
的に高まってい
る。事業採択時と
比較し費用対効
果の要因の変化
は見られない。 
 
 
 

建設残土の改
良による有効利
用や他事業で発
生した石材の有
効利用により、コ
スト縮減を図る
こととしている。 
 
 

10年以上 
継続 
 
 

継続 
 
 

再評価 
時点 
 
H１９ 

全体事業費：81億円 
期間：S43～H24年度 
全体計画：31.8ha 
主要施設：濠、広場、園路、
植栽、四阿、遊戯施設、便所、
照明灯、土塁、駐車場 
関連施設：博物館、美術館、
図書館、体育館、佐賀城本丸
歴史館等 
都市計画決定変更：H11一部 

H18度末事業費：63.0億円 
供用面積：27.8ha 
進捗率 ：87.4％ 
平均年度進捗率：2.2％ 
整備経緯 
S43公園供用面積21.3ha 
H4    〃  24.3ha 
H10   〃  24.4ha 
H16   〃  27.8ha 
H19以降事業内容 
「歴史の森地区」整備 
広場園路、植栽、濠等 
 
 
 

事業を巡る社会経済情勢に大
きな変動は、みられないが、平成
１６年８月に佐賀城本丸歴史館
が開館したことで、観光拠点・交
流の場として多くの来館者が訪
れており、併せて佐賀城公園全体
の利用者も増加している。 
 
 

事業採択時と
比較し大きな要
因の変化は見ら
れない 

 再評価 
実施後 
5年経過 

継続 
佐賀城本丸歴史

館が平成１６年８
月に開館し、観
光・交流の拠点と
して多くの来館者
が訪れており、今
後も佐賀城公園へ
の来園者は増加す
る傾向にあるた
め、佐賀城址とし
ての一体的整備が
必要である。 

再評価 
時点 
 
H２４ 

全体事業費：81億円 
期間：S43～H27年度 
全体計画：32.3ha 
主要施設：濠、広場、園路、
植栽、四阿、遊戯施設、便所、
照明灯、土塁、駐車場 
関連施設：博物館、美術館、
図書館、体育館、佐賀城本丸
歴史館等 
都市計画決定変更：H20一部 

H23度末事業費：73.6億円 
供用面積：28.2ha 
進捗率 ：90.9％ 
平均年度進捗率：0.2％ 
整備経緯 
S43公園供用面積21.3ha 
H4    〃  24.3ha 
H10   〃  24.4ha 
H16   〃  27.8ha 
H21   〃  28.2ha 
H24以降事業内容 
「歴史の森地区」整備 
園路広場、濠等 
 
 
 

平成19年3月に佐賀城下再生百
年構想策定会議により、行政と地
元住民が協働し、佐賀城本丸歴史
館を核とする佐賀城下のまちづ
くり計画である『佐賀城下再生百
年構想』が策定された 

最新のマニュア
ルにより費用対
効果を算出した。 
 
（費用対効果） 
Ｂ／Ｃ＝６．５ 

植物管理によ
り発生した剪定
枝等をチップ処
理し、マルチング
材として利用し、
廃棄物処理縮減
に取り組んでい
る。 

再評価 
実施後 
5年経過 

継続 
年間多くの利用

者が訪れており、
当公園の基本方針
に基づく整備に対
する期待は大きい
ため、事業の継続
が必要である。 
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現時点 
 
H２９ 

全体事業費：107億円 
期間：S43～H34年度 
全体計画：33.2ha 
主要施設：濠、広場、園路、
植栽、四阿、遊戯施設、便所、
照明灯、土塁、駐車場 
関連施設：博物館、美術館、
図書館、体育館、佐賀城本丸
歴史館等 
都市計画決定変更：H27一部 
 
 

H28度末事業費：80.6億円 
供用面積：29.5ha 
進捗率 ：75.4％ 
平均年度進捗率：-％ 
整備経緯 
S43公園供用面積21.3ha 
H4    〃  24.3ha 
H10   〃  24.4ha 
H16   〃  27.8ha 
H21   〃  28.2ha 
H25   〃  28.6ha 
H27   〃  28.7ha 
H28   〃  29.5ha 
H29以降事業内容 
「歴史の森地区」整備 
園路広場、濠等 
 
 

 平成27年2月に都市計画決定の
変更を行い、旧県立病院好生館立
体駐車場跡、県職員宿舎跡等、NHK
用地約0.9haの区域を加え、佐賀
城公園として整備することとし
た。 
 

 平成27年2月の
都市計画決定に
より追加した区
域等の整備費用
も加え、費用対効
果を再算出した。 
 
（費用対効果） 
Ｂ／Ｃ＝２．５ 
 
 

工事で発生す
る残土を盛土材
等として流用 
再生資材の利

用促進を図る 
物管理により発
生した剪定枝等
をチップ処理し、
マルチング材と
して利用し維持
管理費の縮減を
図る 

再評価 
実施後 
5年経過 

継続 
年間多くの利用

者が訪れており、
当公園の基本方針
に基づく整備に対
する期待は大きい
ため、事業の継続
が必要である。 
 
 

理由等 
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平成２９年度 公共事業再評価

都市公園事業 佐賀城公園

県土整備部 都市計画課

森林公園 佐賀城公園 吉野ヶ里歴史公園

県が管理する都市公園

１．公園の種類 （佐賀県が管理する“都市公園”とは）

※遺跡ゾーンは国管理

都市公園の整備を行うことにより、安全で快適、緑豊かな都市環境の形成
を推進し、豊かな県民生活の実現を図る

都市公園設置の目的

佐賀県では、この３つの都市公園の管理・運営を行っています

6



県立図書館

市村記念体育館

万部島

さがレトロ館

本丸歴史館
鯱の門

県立美術館

県立博物館

佐賀城公園は、佐賀城跡の北濠、
西濠及び南濠を主軸に約３３.２ｈａを

公園化したもので全国都市公園百
選のひとつ

公園内には図書館、市村記念体育
館、博物館、美術館、佐賀城本丸歴
史館のほか、佐賀市が管理する文
化財（鯱の門等）などが点在

２．佐賀県立 佐賀城公園の概要
佐賀城公園の区域

公園内の主な施設

【凡例】
計画決定区域（33.2 ）

供用開始区域（29.5 ）

管理委任区域（他部局管理）

史跡指定区域

３．「事業概要」及び「進捗状況」

■ 総事業費 ： １０７億円（※建設費・維持管理費の計） 《26億円増（前回：81億円）》

■ 事業期間 ： 昭和43年～平成３４年 《7年延伸（前回：昭和43年～平成27年）》

■ 全体計画 ： ３３．２ 《0.9 増（前回：32.3ha）》

■ 主要施設 ： 城濠、園路広場、植栽、遊具、便所、駐車場 等

■ 関連施設 ： 博物館、美術館、図書館、本丸歴史館等 【※他部局管理】

事業の概要

■ 平成28年度末事業費 ： 80.6億円 《７億円増（H23末時点：73.6億円）》

■ 平成28年度末進捗率 ： 75.4％ 《15.5％減 （H23末時点：90.9％）》

（参考：99.5％※前回再評価時全体事業費ベース）

事業の進捗状況
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３．「事業概要」及び「進捗状況」
現在の主な事業内容【建設費】

鯱の門北側の空濠・広場整備・東濠復元工事を進めています

鯱の門北側
（空堀・広場整備）

東濠復元

H29.3寄贈

佐賀城下再生百年構想（将来構想図）※県HPより

３．「事業概要」及び「進捗状況」

老朽化した施設を計画的に更新し、より快適・安心な公園を目指します

現在の主な事業内容【維持管理費】

遊具の
老朽化

排水不良

擁壁の傾き

擁壁・園路
リニューアル

樹木による
護岸のはらみ

ひび割れ

樹木を整理し
視認性向上

薄暗い

護岸の
積み直し

遊具エリア
リニューアル

8



３．「事業概要」及び「進捗状況」
公園の利用状況

水鏡プロジェクト（建築士会）

お濠めぐり舟（NPO）

佐賀さいこうフェス（音楽イベント）

佐賀さいこうフェス（ワークショップ）

■ 佐賀城公園への来園者数は近年、増加傾向にある
■ 増加要因は、文化施設における企画展開催等による施設利用者の増、

鯱の門周辺整備の進捗、公園イベント等による公園来園者数の増が推察

817,861 897,351 878,685 991,853 901,880 895,338 
1,059,166 

154,630 
155,372 152,533 

150,120 
150,000 152,871 

165,562 

11,140 
84,805 80,642 

39,802 
61,506 75,602 

135,162 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

文化施設 散歩・ジョギング・昼食 イベント・スケッチ・学校利用・ボランティア・写真撮影等

２６年度計
１,１１３,３８６名

２７年度計
１,１２３,８１１名

２８年度計
１,３５９,８９０名

２２年度計
９８３,６３１名

２３年度計
１,１３７,５２８名

２４年度計
１,１１１,８６０名

２５年度計
１,１８１,７７５名

増加傾向

３．「事業概要」及び「進捗状況」
公園の利用状況
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緑色枠内：既都市計画決定区域

H27.2追加区域
(旧好生館跡)

４．事業を巡る社会経済情勢等の変化

■ 都市計画決定の変更（平成27年2月） 【計0.9  追加】
NHK用地、旧県立病院好生館立体駐車場跡、県職員宿舎跡等を

公園区域に加え、佐賀城公園として整備することとした

都市計画決定 公園区域 （航空写真H24撮影）

旧好生館 立体駐車場跡

NHK佐賀用地

追加区域の現況写真

【追加区域（計1.02ha）…赤色枠内】
・立体駐車場跡 0.56ha ・NHK敷地 0.33ha
・職員宿舎跡 0.10ha ・万部島会議室跡 0.03ha

【削除区域(計0.04ha)…青色枠内】
・博物館東 0.04ha

H27.2追加区域
(NHK用地)

■ 前回 20km圏内（対象人口 94万人）

■ 今回 10km圏内（対象人口 34万人）

【誘致人口約60万人減 ＝ 約810億円減】

《便益の内訳》

《要因》
・ 新の「公園利用動態調査（H26国土交通省）」に基づいて

再設定したところ「誘致圏域（＝誘致圏人口）」が縮小
・便益算定には誘致圏人口（又は世帯数）を乗じるため減
※上記算定には、評価対象期間変更による便益増も含む

■ 前回 194億円 （※現在価値）

■ 今回 257億円 【約63億円増(※現在価値)】

《要因》
・公園区域の追加（NHK、旧好生館等）に伴う「用地補償」
および「公園整備工事」にかかる費用の増（うち26億円）

・現在価値再算定による費用の増 等（うち37億円）

■ 前回 63億円 （※現在価値）

■ 今回 93億円 【約30億円増(※現在価値)】

《要因》
・国交省が定める「費用対効果分析手法マニュアル」の改訂
により「部分供用がある場合」の算定手法が具体的に明記

・これに基づき算定したところ、評価対象期間が「前回：1968
年から2017年まで（当初供用から50年間）」から、今回
「2071年度まで（全体供用から50年間）」となった

・これにより維持管理費用が計上期間の延伸による費用の増

５．費用対効果の要因と変化

【便益額（B）減額要因】 △ ８１0億円

分析結果 単位 今回（前回との差） 前回（H24年） 前々回（Ｈ１９年）

便益額（B)
百万円

86,223（-81,301） 167,524 84,228

費用（C） 35,005（＋9,310） 25,695 23,705

費用便益費（B/C） - 2.46（-4.06） 6.52 3.55

【費用（C）増額要因】 ＋93億円

① 誘致圏縮小に伴う、誘致圏人口の“減” ① 区域追加に伴う、建設費の“増”

② 算定手法変更に伴う、維持管理費の“増”

項目 概要 価値
（前回）

直
接

利
用

公園までの移動費用（料金、所要時間）
を利用して貨幣価値化（旅行費用法）

47,989
（86,093）

間
接

環
境

環境の維持、改善、景観の向上に役立
つ価値（緑地の保存、季節感等）

16,232
（34,124）

防
災

防災に役立つ価値
（延焼防止、避難地等）

22,002
（47,307）
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【参考資料①】 誘致圏及び誘致圏人口の縮小
前回（H24評価時）

誘致圏２０km（9市7町）
誘致圏人口 約94万人

今回（H29評価時）

誘致圏1０km（4市）
誘致圏人口 約34万人

【対象市町】
佐賀市、神埼市、小城市、多久市、大川市、柳川市、
久留米市、みやま市、筑後市（９市）
江北町、大町町、白石町、吉野ヶ里町、上峰町、
みやき町、大木町（７町）

【対象市町】
佐賀市、神埼市、小城市、大川市（４市）

【参考資料②】 誘致圏の縮小要因

【公園利用実態調査結果の更新（H13⇒H26 新データ）】
・「大規模公園費用対効果分析手法マニュアル（国土交通省）」に掲載されて
いる「公園種別距離別累積利用率」について、掲載値が、「平成13年都市公
園利用実態調査結果」から「平成26年都市公園利用実態調査結果」に更新

・総合公園である、佐賀城公園誘致圏の設定にあたり、前回同様80％誘致圏
を踏まえた結果、今回の公園誘致圏は10km（前回は20km）と設定した

前回
（H24評価時）

今回
（H29評価時）

誘致圏
２０km

誘致圏
1０km
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６．コスト縮減や代替案等の可能性

■ 工事で発生する残土を盛土材等として流用することで建設費の縮減
（事例） 東濠掘削残土を改良し、園路盛土材として利用

■ 樹木剪定などの発生材をチップ化し活用することで維持管理費の縮減
（事例） 発生材のチップによる、雑草抑制、霜害防止、土砂流出防止 等

◆ コスト縮減策 …下記により事例紹介

◆ 代替案 … 該当なし

７．対応方針（事業課案）
・佐賀城本丸歴史館をはじめ、佐賀城公園には、観光・交流の拠
点として多くの来園者があり、近年では海外からも多く来園

・「水」と「緑」、「歴史」を活かしたまちづくりを目指し、孫の世代
（100年後）まで受け継げるような、品格ある佐賀城下を再生する
ことを目的とした「佐賀城下再生百年構想（平成19年3月）」を官民
一体となって策定

・佐賀城公園は単なる公園としてだけでなく、“まちづくり”を形成
する要素（公園と住宅地や公共施設が調和）となるものである。

・佐賀城址を更に体感してもらうため、残る鯱の門周辺及び東濠
復元整備を一体的に進める必要がある。

以上から、事業継続が必要である
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平成 29年度公共事業 

再評価諮問箇所個別資料 
 

河川砂防課 砂防施設等整備交付金事業 

河川整備交付金事業 

 

１ 公共事業再評価諮問箇所一覧表、B/Cの考え方 

                   Ｐ1～2 

２個別事業箇所資料 

（１）砂防施設等整備交付金事業（地すべり対策事業） 

矢筈地区 

 ① 公共事業再評価諮問箇所「継続」理由書等 

                     Ｐ3 

 ② 再評価対象事業箇所調書       Ｐ4 



 ③ 個別箇所説明資料         Ｐ5～8 
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                       Ｐ9 

 ② 再評価対象事業箇所調書         Ｐ10 

 ③ 個別箇所説明資料        Ｐ11～18 

 

（３）河川整備交付金事業（広域河川改修事業） 

    有田川 

 ① 公共事業再評価諮問箇所「継続」理由書等 

                       Ｐ19 

 ② 再評価対象事業箇所調書         Ｐ20 

 ③ 個別箇所説明資料        Ｐ21～27 

 

 



 

（４）河川整備交付金事業（高潮対策河川事業） 

    浜川 

 ① 公共事業再評価諮問箇所「継続」理由書等 

                       Ｐ28 

 ② 再評価対象事業箇所調書         Ｐ29 

 ③ 個別箇所説明資料        Ｐ30～36 

 
 





平成２９年度公共事業再評価諮問箇所一覧表

県土整備部 河川砂防課

平成２９年度公共事業再評価諮問箇所一覧表

No. 事業名
事業箇所
（地区名）

事業年度
進 捗 率
（H２３）
（H２８）

対応方針

１
砂防施設等整備交付金
事業（地すべり対策事業）

矢筈 Ｈ１９～Ｈ３２ （H２８： ８１％） 継続

２ 広域河川改修事業 松浦川 Ｈ１４～Ｈ４２
（H２３： ４２％）
（H２８： ５３％）

継続

３ 広域河川改修事業 有田川 Ｓ４３～Ｈ３４
（H２３： ８７％）
（H２８： ９２％）

継続

４ 地震・高潮対策河川事業 浜川 Ｈ２～Ｈ３９
（H２３： ８０％）
（H２８： ６２％）

継続
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地すべり対策事業のＢ/Ｃの考え方

○総便益（B）：地すべり防止施設の整備によりもたらされる総便益額
[内訳]
≪直接被害抑止効果≫
地すべり防止施設により、「家屋」「家財」「農作物」「公共土木施設等」「人身（逸失

利益）」の被害を抑止する効果。

≪間接被害抑止効果≫
地すべりの発生に伴い波及的に生じる、営業停止等の損失、応急対策、被災による

精神的損害などを抑止する効果。

○総費用（C）：地すべり防止施設の整備及び維持管理に要する費用

[内訳]
・建設費
・維持管理費 ※事業完了後５０年間

○費用便益比：総便益（B）／総費用（C）

費用対効果 B／C

河川改修事業のＢ/Ｃの考え方

×
×
×

氾濫解析

A

A

A－A断面

【浸水エリア】

総便益Ｂ ： 治水施設整備によってもたらされる総便益額（被害軽減額）

・一般資産被害（家屋、家庭用品、事業所資産、農漁家資産）

・農作物被害（水稲、畑作物）

・公共土木施設等災害被害（道路、橋梁、農地等）

・間接被害（事業所の営業停止被害、応急対策被害等）

・残存価値
総費用Ｃ ： 治水施設の整備及び維持管理に要する費用

建設費、維持管理費（※事業完了後５０年間）

～Ｂの算出～

①河川改修を行わなかった場合に起こり
得る浸水被害を氾濫解析にて再現する。

②氾濫解析により得られた、浸水エリア
における被害額を算出する。

③上記の被害額については、河川改修
により軽減されるものなので、これを便益
（Ｂ）とする。

破堤

越水

越水

河川

越水
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平成２９年度公共事業再評価諮問箇所「継続」理由書等 

 

 （課名： 河川砂防課  ） 

事 業 名 

（路河川等名） 

地すべり対策事業 

矢筈地区 

継続理由 矢筈地区は人家５２戸、西川登小学校矢筈分校、矢筈コミュニ

ティセンター（地域避難所）が存在する。 

昭和２８年６月の集中豪雨により民家、公共施設及び山林に亀

裂、陥没が生じ昭和３６年に地すべり防止区域に指定し、昭和

４０～４８年に対策工事を実施した。 

その後豪雨に伴い新たな亀裂、陥没など地すべりに伴う現象が

確認され、昭和５４～５８年、昭和６１～平成１５年と対策工

事を実施してきた。 

平成１６年９月の台風により未対策地すべりブロックで新た

な亀裂が確認され、平成１９年より事業を再開し対策を実施し

ているところである。 

平成２９年度まで対策工を実施しており、地すべりの原因であ

る地下水位状況や地すべり滑動状況を確認し、地すべりの挙動

がないことを確認するために観測が必要であるため事業を継

続したい。 

 

Ｂ／Ｃの 

算出方法 

評価は「地すべり対策事業の費用便益分析マニュアル（案）

H24.3 国土交通省水管理・国土保全局 砂防部」により実施。 

 

総便益額（Ｂ）：施設整備によりもたらされる総便益額 

        

 Ｂ＝５，００５百万円 

 

総費用額（Ｃ）：地すべり防止施設の整備及び維持管理に要す

る費用 
       （既存投資額は現在価値化） 
 Ｃ＝３，３８７百万円 

 

 Ｂ／Ｃ＝１．４８ 

備  考  
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様式１  
平成２９年度再評価対象事業箇所 （事業採択後、一定期間（5～10年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 
 

番号 
事 業 名 
(路･河川名等) 

事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 
事業を巡る社会経済 
情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 
の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替案 
等 の 可 能 性 

再評価理由 
対応方針 
(事業課案) 

備考 

 
 
 

地すべり対策事
業 
（矢筈地区） 
 
事業主体：県 
事業地：武雄市 
 
 
 
 

 矢筈地区は、佐賀県南
部の武雄市西川登町に位
置し、昭和３６年に地す
べり防止区域に指定され
ている。 
 保全対象は人家５２
戸、西川登小学校矢筈分
校、矢筈コミュニティセ
ンターである。 
 当該地区は、大雨等に
より民家、公共施設及び
山林等に亀裂、陥没が生
じ昭和４０年から対策工
事を実施してきており、
平成１６年９月の台風に
より新たな亀裂が確認さ
れたことから平成１９年
度から事業再開し、対策
工事を行ってきた。 
 
 
 
 
 
 

工期：Ｈ１９～３２年 
全体事業費：2.0億円 
 
対策ブロック：５箇所
（P,K,Ⅱ-B,H,Qブロック） 
 
地下水排除工（横ボーリ

ング工）：４箇所（P,K,
Ⅱ-B,Qブロック） 
抑止工（アンカー工、法

枠工）：３箇所（P,Ⅱ-B,Q
ブロック） 
井桁擁壁工：１箇所（H

ブロック） 
水路工：１箇所（Pブロ

ック） 

総事業費：15.25億円 
全体事業費（今回再開） 

：2.0億円 
Ｈ２８年度迄：1.62億円 
 
進捗率：81.0％ 
 
対策済ブロック：５箇所 
 
地下水排除工（横ボーリ

ング工）：４箇所（P,K,
Ⅱ-B,Qブロック） 
抑止工（アンカー工、法

枠工）：２箇所（P,Ⅱ-B
ブロック） 
※Qブロックは観測結果

によって必要性を判断 
井桁擁壁工：１箇所（H

ブロック） 
水路工：１箇所（Pブロ

ック） 

事業採択時と比較して大
きな変化はみられない。 
 
【保全対象】 
・人家５２戸 
・西川登小学校 
・地域避難所（矢筈コミュ
ニティセンター） 
・避難路（市道） 

事業採択時と比
較して大きな変
化はみられない。 
 
B/C=1.48 
 
 
 
 

無し 
 
 
 
 
 
 

事業開始（再
開）より１０
年が経過 
 
 
 
 
 
 

継続 
 
平成２９年度ま
で対策工を実施
し、地下水排除工
を実施した地す
べりブロック（２
ブロック）におい
て、地下水位状況
や地すべり滑動
状況を確認する
目的で地すべり
動態観測を行い、
地すべりの挙動
がないことを確
認する必要があ
るため事業の継
続が必要である。 

 
 
 
 
 
 
 

 黒 施工済ブロック

赤 H29施工ブロック

凡　　例
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矢筈地区
砂防施設等整備交付金事業
（地すべり対策事業）

武雄市⻄川登町

（事業開始後10年が経過）

Sﾌﾞﾛｯｸ

Rﾌﾞﾛｯｸ

Qﾌﾞﾛｯｸ

Tﾌﾞﾛｯｸ

Uﾌﾞﾛｯｸ
Vﾌﾞﾛｯｸ

今回拡大申請範囲(5.71ha)

①

② ③

⑤

⑥

④

西川登小学校
（矢筈分校）

矢筈コニュニティセンター
（地域避難所）

避難路
（市道御所附防線）

Ⅱ-Bブロック
Kブロック

Pブロック

Hブロック

Qブロック

矢筈地区の概要

矢筈地区

地すべりによる被害状況
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事業の目的

裂が発生

○対策工事（地下水排除工、抑止工等）を実施し、地すべり被害の除去・
軽減を図る ※平成１９年度再開

事業実施経緯
・S２８年６月
・S３６年 地すべり防止区域指定
・S 地すべり対策事業
・S 地すべり対策事業再開
・S H１５年 地すべり対策事業再開

※Ｓ６１、Ｈ１、Ｈ１４に地すべり防止区域の指定（追加）
・Ｈ１６年９月
・Ｈ１９年度 地すべり対策事業再開（５ブロック）

※Ｈ２３ 地すべり防止区域の指定（追加）
・Ｈ３２年度 事業完了予定

ブロック名 対策工 H29事業 H30 32事業

Pブロック 地下水排除工（横ボーリング）、水路工
抑止工（アンカー工）

ー ー

Kブロック 地下水排除工（横ボーリング） ー 観測、解析
Ⅱ Bブロック 地下水排除工（横ボーリング）

抑止工（アンカー工、法枠工）
ー ー

Hブロック 井桁擁壁工 ー ー
Qブロック 地下水排除工（横ボーリング）

（抑止工（アンカー工、法枠工））
地下水排除工（横
ボーリング）

観測、解析
（抑止工は観測結果に
よって必要性を判断）

再評価対象部分

H19 H32年度分 対策工事等
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Ⅱ-Bブロック

Hブロック

Pブロック

Qブロック

Kブロック

地すべり防止区域

黒 施工済ブロック

赤 H29施工ブロック

凡　　例

地すべり対策事業（矢筈地区）の概要

進捗率（％）

全体事業費( 再開分)

平 成 ２ ８ 年 度 迄 81
平 成 ２ ９ 年 度 84
平 成 ３ ０ 年 度 以 降 100

200.0
161.7
5.7
32.6

事業費（百万円）

・総事業費：１５．２５億円
（うち再開分２．０億円）

・事業概要：対策ブロック ５箇所
地下水排除工、抑止工、水路工

【事業を巡る社会経済情勢等の変化】
事業採択時（H19再開時）と比較して大きな変化

はみられない。
［保全対象］

・地域避難所（矢筈コミュニティセンター）
・市道（避難路）

【コスト縮減や代替案等の可能性】
特になし

社会経済情勢等の変化・コスト縮減等
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総費用額（Ｃ）：地すべり防止施設の整備及び維持管理に
要する費用：3,387百万円

※維持管理費は事業完了後50年間分

総便益額（Ｂ）：地すべり防止施設の整備によりもたらさ
れる総便益額：5,005百万円

○ 直接被害抑止効果 1,492百万円
・家屋・家財被害 844百万円
・農作物被害 23百万円
・公共土木施設等被害（道路） 394百万円
・人身被害（逸失利益） 231百万円

○ 間接被害抑止効果 3,453百万円
・応急対策（清掃等） 60百万円
・精神的損害 3,513百万円

⇒ 費用対効果
Ｂ／Ｃ ＝ 5,005 ／ 3,387 ＝ 1.48

費用対効果

※評価は「地すべり対策事業の費用便益分析マニュアル（案）Ｈ２４．３国土交通省」による

H30年度から32年度で、地下水排除工を実施した
地すべりブロック（K、Qブロック）において、地す
べりの要因となる地下水位状況や地すべり滑動状況
を観測し、地すべりの挙動のないことを確認する必
要があるため、事業を継続する必要がある。

事業の継続について
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平成２９年度公共事業再評価諮問箇所「継続」理由書等 

 

 （課名： 河川砂防課 ） 

 

事 業 名 

（路河川等名） 

河川整備交付金事業（広域河川改修事業） 

（松浦川） 

継続理由  一級河川松浦川は、国土交通省の管理区間と佐賀県管理区間

とがある。佐賀県管理区間は、武雄市の北西部を流れ、鳥海川、

川古川等を合わせ、直轄管理区間の上流端である萩ノ尾堰に至

る区間であり、主要地方道 相知・山内線が並行して走ってい

る。 

 平成 2 年 7 月の集中豪雨を契機に、平成 14 年度より河川改

修事業に着手しており、その後も平成 21 年 7 月の梅雨前線に

より被害が発生する等、たびたび浸水被害に見舞われているこ

とから、河川改修に対する地元の期待は強い。 

 現在、下流の直轄区間の河川整備の状況に合わせて改修を進

捗させており、流域の浸水被害軽減を図っている。 

 以上から、本事業の継続は今後も必要である。 

Ｂ／Ｃの 

算出方法 

総便益（Ｂ）は河川改修による年平均被害軽減額を対象期間

分合計したもの。 

総費用（Ｃ）は治水施設の建設費と維持管理費を対象期間分

合計したもの。 

（※対象期間＝整備期間＋施設完成後５０年間。） 

 

 

総便益額（現在価値化した総便益） 

Ｂ ＝ 9,857 百万円 

総費用額（現在価値化した総費用） 

Ｃ ＝ 7,520 百万円 

 

Ｂ／Ｃ ＝ 9,857 / 7,520  ＝ 1.31 

備  考  
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様式２  
平成２９年度再評価対象事業箇所 （再評価実施後、一定期間（5年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 
（対象：平成２４年度再評価実施事業） 

番号 項目 
事 業 名 
(路･河川名等) 

事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 
事業を巡る社会経済 
情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 
の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替案 
等 の 可 能 性 

再評価理由 
対応方針 
(事業課案) 

 
 
 

再評価 
時点 
H24 
 

松浦川 
河川整備交付金
事業（広域河川
改修事業） 
 

〇本事業区間は、平成 2 年
7 月の集中豪雨による浸水
被害を始めとして、たびた
び洪水被害に見舞われて
いる。このため、河道改修
（河道拡幅、築堤および横
断構造物改築等）を行い、
治水安全度を向上し、流域
の浸水被害の軽減を図る。 
〇河道計画の概要 
・計画流量 800m3/s 
・計画治水安全度 1/30 
・流域面積 83.8km2 

全体事業費:C=51.0 億円 
改修延長 
松浦川：L=6,200m 
鳥海川：L=1,000m 
工   期：H14～H35 
事業内容：築堤・掘削・ 
     護岸 

橋梁8基 
  堰 1基  
サイフォン2基 
樋門・樋管11基  

 
 

川古川合流点上流か
ら真西橋上流までの約
3,500mの暫々堤防およ
び暫々堤掘削を完了し
ている。 
（H23末進捗率 42%） 
(年平均進捗率4.2%) 
 
（H24以降工事） 
掘削・築堤・護岸 
橋梁6基、堰1基 
樋門・樋管6基 
サイフォン1基 

(過去の災害実績) 
・平成2年7月 
時間最大雨量 61mm 
浸水戸数 床上13戸 
     床下93戸 
・平成21年7月 
時間最大雨量 48mm 
道路・農地などが冠水 
 
(地域の状況) 
 流域にある武雄市の人口の
推移は若干の減少傾向、一方、
高齢化率は上昇傾向にある。 

事業採択時と
比較して大きな
変化の要因は見
られない。 
 
B/C=1.48 

・河道掘削土を近
隣の道路盛土工
事(R498若木BP、
県道武雄伊万里
線)に有効活用
する。 

 

事業採択後 
10 年が経過 
 
 
 

継続 
 
 

現時点 
H29 

松浦川 
河川整備交付金
事業（広域河川
改修事業） 
 
 
 

〇本事業区間は、平成 2 年
7 月の集中豪雨による浸水
被害を始めとして、たびた
び洪水被害に見舞われて
いる。このため、河道改修
（河道拡幅、築堤および横
断構造物改築等）を行い、
治水安全度を向上し、流域
の浸水被害の軽減を図る。 
〇河道計画の概要 
・計画流量 800m3/s 
・計画治水安全度 1/30 
・流域面積 83.8km2 

前回評価時より全体事
業費を増額した。 
 
全体事業費:C=60.7 億円 
改修延長 
松浦川：L=6,200m 
鳥海川：L=1,000m 
工   期：H14～H42 
事業内容：築堤・掘削・ 
     護岸 

橋梁8基 
  堰 1基  
サイフォン2基 
樋門・樋管13基  

萩ノ尾堰から真西橋
までの約3,800mの暫定
築堤および暫定掘削を
進めている。 
(H28末進捗率 53%) 
(年平均進捗率3.5%) 
 
（H29以降工事） 
掘削・築堤・護岸 
橋梁6基、堰1基 
樋門・樋管5基 
サイフォン1基 

(近年の災害実績) 
・平成28年6月 
最大日雨量 275mm 
時間最大雨量 37mm 
道路・農地などが冠水 
 
 
(地域の状況) 
 氾濫区域内の土地利用につ
いて、平成24年度以降の大規模
開発や宅地造成は確認されな
い。 
武雄市全体の人口は減少傾

向である。 

最新のﾏﾆｭｱﾙに基
づき、費用対効果
（B/C）を算出し
た。 
 
（B/C）＝1.31 

・再生材や現地発
生材の利用を図
る。 

 
 
 

再評価実施後 
５年が経過 
 
 

平成2年等の
洪水被害を軽
減するために、
河道拡幅、築堤
および横断構
造物改築等を
行い、治水安全
度を向上させ
る。これによ
り、地域住民の
安全・安心の暮
らしに寄与で
きるため、当事
業の継続が必
要である。 

理由等 
 
 

  
 
 

・堰の詳細設計による事
業費の増 
・掘削土の公共工事への
流用ができず、残土処分
場へ搬出したことによ
る事業費の増 
・下流の直轄区間の進捗
が遅れたこと、また、用
地買収難航箇所の対応
による工期延長 

進捗率 

 

前回再評価時
と比較し、事業完
了年度の延長及
び事業費増によ
り C が増大し費
用対効果の減と
なった。 
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松浦川水系松浦川

河川整備交付金事業

（広域河川改修事業）

武雄市武内町

（再評価実施後５年が経過）

位 置 図

松
浦

川
鳥

海

川

松浦川

武雄市
萩ノ尾堰

早
川
橋

界
橋

真
西
橋

皿
堰

筏
橋

鳥
越
橋

丸
山
橋

梅
の
原
橋

沈
橋

馬
場
橋

N

武
内
神
社
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事 業 目 的

流下能力不足による浸水被害が発生

平成２年７月洪水
浸水戸数 床上浸水 １３戸

床下浸水 ９３戸
浸水面積 １４６ｈａ

○浸水被害の軽減を図る

・河道拡幅、河床掘削を実施

・治水安全度の向上を図る
計画流量 ８００ｍ３／ｓ
計画治水安全度 １／３０

平成２年７月 （梅雨前線） 松浦川

床上浸水 １３戸
床下浸水 ９３戸
浸水面積 １４６ｈａ
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平成２１年７月 （梅雨前線） 松浦川

平成２８年６月 （梅雨前線） 松浦川

浸水面積 ３１ｈａ

13



松浦川広域河川改修事業 着手年：平成１４年度

事業地：武雄市

○事業概要

・全体事業費

6,070百万円

・事業期間

Ｈ１４～Ｈ４２

・改修延長

松浦川：6,200m
鳥海川：1,000m
・計画流量

800m3/s
・計画治水安全度

1/30
・築堤・掘削・護岸、

橋梁8基、堰1基

・費用対効果

1. 31
H28まで

H29実施

H30以降

凡　　　例

71.1m

平成2年7月浸水範囲

N
真西橋

H29実施
河道掘削等

松浦川 航空写真

○事業進捗状況
・現在、治水安全度１／１０に対応するための整備を下流から実施中
・Ｈ２８年度末進捗率 ５３％（事業費ベース） ・年平均進捗率 ３．５％

N

萩ノ尾堰

早
川
橋

真
西
橋

梅
の
原
橋
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堤防完成区間の状況

上流部未着手区間状況
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多自然川づくりの状況

着工前：ブロック積護岸

施工後３年

従前のブロック積護岸を取壊し、土堤としたことで、水
際の植生が活着し空間の連続性が創出されている。

〇氾濫区域内の土地利用について、平成24年度
以降の大規模開発や宅地造成は確認されない。

〇武雄市全体の人口は減少傾向である。

○近年も度々浸水被害が発生している。

事業を巡る社会情勢等の変化
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費用対効果の要因の変化

総費用額Ｃ： 治水施設の整備及び維持管理に要する費用
（建設費、維持管理費（※事業完了後５０年間））

総便益額Ｂ： 治水施設整備によってもたらされる総便益額（被害軽減額）

総費用Ｃ：７，５２０百万円

総便益Ｂ：９，８５７百万円

⇒ 費用対効果
Ｂ／Ｃ ＝ ９，８５７ ／ ７，５２０＝ １．３１

全体事業費の増額及び工期延伸による費用対効果の減

・一般資産被害（家屋、事業所等） ３，３０６百万円
・農作物被害（水稲、畑作物等） ２２３百万円
・公共土木施設等災害被害（道路、橋梁等） ５，５８０百万円

・間接被害（事業所の営業停止被害、清掃費用等） ６１２百万円

・残存価値 １３６百万円

●コスト縮減
再生材や現地発生材の利用を図る。

●代替案の検討
特になし

コスト縮減や代替案等の可能性
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河川改修の効果
①治水安全度の向上
②平成２年７月洪水による

床上浸水 １３戸
床下浸水 ９３戸
浸水面積 １４６ｈａ の軽減

③地域住民の安全・安心な暮らしに寄与

今後の事業展開
・事業を継続し、早期完成を図りたい

対応方針（事業課案）
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平成２９年度公共事業再評価諮問箇所「継続」理由書等 

 

 （課名：河川砂防課） 

 

事 業 名 

（路河川等名） 

河川整備交付金事業（広域河川改修事業） 

（有田川） 

継続理由 有田川は伊万里市街地を流下する河川で、河川に沿って国道

２０２号及び２０４号が走っており、流下能力不足が原因で

度々流域に浸水被害をもたらしてきた。 

このため、流路是正及び狭窄部解消を行い、治水安全度を向

上し、流域の浸水被害の解消を図ってきた。 

これまでの事業の進捗率は平成２８年度末で約９２％（事業

費ベース）となっている。 

有田川下流部は魚介類や底生動物等の生息・生育・繁殖に適

した良好な干潟であったため、河床掘削を段階的に進める一方

で、生態系への影響を把握するため、毎年度モニタリング調査

を実施しており、現在のところ、生物への影響が小さいことが

確認されている。 

また、地域住民の当事業に対する期待は強く、早期完成を望

まれている。 

地域住民の安心・安全を確保するためには当事業の継続が適

当である。 

Ｂ／Ｃの 

算出方法 

総便益（Ｂ）は河川改修による年平均被害軽減額を対象期間

分合計したもの。 

総費用（Ｃ）は治水施設の建設費と維持管理費を対象期間分

合計したもの。 

（※対象期間＝整備期間＋施設完成後５０年間。） 

総便益額（現在価値化した総便益） 

Ｂ＝ 52,602百万円 

総費用額（現在価値化した総費用） 

Ｃ＝ 52,347百万円 

 

Ｂ／Ｃ＝ 52,602/ 52,347＝ 1.005  

備  考  
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様式２  
平成２９年度再評価対象事業箇所    （再評価実施後、一定期間（5年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 
（対象：平成２４年度再評価実施事業） 

番号 項目 
事 業 名 
(路･河川名等) 

事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 
事業を巡る社会経済 
情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 
の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替案 
等 の 可 能 性 

再評価理由 
対応方針 
(事業課案) 

 
 
 

再評価 
時点 
 
Ｈ２４ 

有田川 
河川整備交付金
事業（地域自主
戦略交付金：広
域河川改修事
業） 
 
 

流路是正、狭窄部解消を
行い、治水安全度を向上
し、流域の浸水被害の軽減
を図る。 
 

・計画流量 1,250m3/s 
・計画治水安全度 1/50 
・流域面積 79.1km2 

全体事業費：C=154億円 
工   期：S43～H29 
改修延長：L=4,700ｍ 
計画流量：1,250m3/s 
計画治水安全度：1/50 
事業内容：掘削・築堤・
護岸、樋管3基、橋梁16
基、堰5基 

下流部の河床掘削を残
し改修が完了してい
る。 
(H23末進捗率 87%) 
(年平均進捗率 2.0%) 
 

・佐賀県行財政改革緊急ﾌﾟﾛｸﾞ
ﾗﾑver.2.0(H19～H20) 
・ 〃 ver.2.1(H21～H22) 
・佐賀県行財政運営計画
2011(H23～H26) 
 
（地域の状況） 
・流域内下流部にて、宅地開発
が行われ、市街地化が進んでお
り、浸水被害防止対策が急務で
ある。 
・残土受入地の調整が見込ま
れ、円滑な事業進捗が図られ
る。 

最新のﾏﾆｭｱﾙに基
づき、費用対効果
（B/C）を算出し
た。 
 
(B/C)＝1.02 

建設発生土の有効
利用（埋立地）に
より、総合的なｺｽﾄ
縮減を図ってい
る。 

再評価実施後5年
が経過 
 
 

継続 
 
 

現時点 
 
Ｈ２９ 

有田川 
河川整備交付金
事業（広域河川
改修事業） 
 
 

流路是正、狭窄部解消を
行い、治水安全度を向上
し、流域の浸水被害の軽減
を図る。 
 

・計画流量 1,250m3/s 
・計画治水安全度 1/50 
・流域面積 79.1km2 
 
 

前回評価時より工期が
延長した。 
 
全体事業費：C=154億円 
工   期：S43～H34 
改修延長：L=4,700ｍ 
計画流量：1,250m3/s 
計画治水安全度：1/50 
事業内容：掘削・築堤・
護岸、樋管3基、橋梁16
基、堰5基 

下流部の河床掘削を残
し改修が完了してい
る。 
(H28末進捗率 92%) 
(年平均進捗率 1.0%) 
 

（過去の災害実績） 
・平成2年7月 
時間最大雨量 75mm 
浸水戸数 床上  1戸 
     床下 54戸 
 
（地域の状況） 
氾濫区域内の土地利用につ

いて、平成24年度以降の大規模
開発や宅地造成は確認されな
い。 
伊万里市全体の人口は減少

傾向である。 

最新のﾏﾆｭｱﾙに基
づき、費用対効果
（B/C）を算出し
た。 
 
(B/C)＝1.005 

建設発生土の有効
利用（埋立地）に
より、総合的なｺｽﾄ
縮減を図ってい
る。 

再評価実施後5年
が経過 
 

平成2年洪水被
害を軽減する
ため、流路是
正、狭窄部解消
を行い、治水安
全度を向上し、
地域住民の安
全・安心に寄与
するためには、
当事業の継続
が適当である。 
 
 

理由等 
 
 

  
 
 

・河川環境に配慮した
河道掘削を実施してい
ることによる工期の延
長 
・河床掘削(13万m3)の
残土受入地の調整によ
る工期延長 

進捗率 
 

前回評価時と
比較して要因の
変化はほとんど
なく、費用対効
果の値はほぼ同
じである。 
 

 
 

 

（環境調査） 
・平成16年度に水
棲生物調査を実施
したところ、ﾊｸｾﾝ
ｼｵﾏﾈｷ等の貴重種
や多くの魚介類・
底生生物の生息が
確認されたことか
ら、環境調査を行
うこととした。 
・平成17年度から
モニタリング調査
を行い、魚介類・
底生生物の生息状
況を確認している
が、生物等の復元
が確認され、河道
掘削による影響は
少ないと考えられ
る。 
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有田川水系有田川

河川整備交付金事業

（広域河川改修事業）

伊万里市、有田町

（再評価実施後５年が経過）

有田川広域基幹河川改修事業L=4,700m

JR筑肥線

伊万里湾

位 置 図

有田川

伊万里市
国道２０２号

二里大橋

川東橋

金武橋

松浦鉄道

N

伊万里有田
共立病院
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事 業 目 的

流下能力不足による浸水被害が発生
平成２年７月洪水

浸水戸数 ５５戸 床上浸水 １戸
床下浸水５４戸

○浸水被害の軽減を図る
・流路是正、狭窄部解消を実施
・治水安全度の向上を図る

計画流量 １，２５０ｍ３／ｓ
計画治水安全度 １／５０

平成２年７月 梅雨前線豪雨 有田川

床上浸水１戸
床下浸水５４戸

連続雨量７１６ｍｍ 大日雨量４５３ｍｍ 時間 大雨量７５ｍｍ
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有田川広域基幹河川改修事業 着手年：昭和４３年度

事業地：伊万里市、有田町

伊万里湾

有田川広域基幹河川改修事業L=4,700m

伊万里市

二里大橋

川東橋

金武橋

JR筑肥線

国道２０２号

N

○事業概要

・全体事業費

15,400百万円

・事業期間 S43～H34
・改修延長 4,700m

・計画流量 1,250m3/s
・計画治水安全度 1/50
・掘削・築堤・護岸、

樋管3基、橋梁16基、堰5基

・費用対効果 1.005

伊万里有田
共立病院

有田川 航空写真

○事業進捗状況
・下流部の河床掘削を残し、改修が完了している。

・Ｈ２８年度末進捗率 ９２％（事業費ベース）
・年平均進捗率 １．０％

L=2,700m

完了区間

未完了区間

松浦鉄道

伊万里川

伊万里湾

有田町

伊万里市

松浦鉄道

広域基幹河川改修事業L=4,700m

二里大橋

川東橋

金武橋

L=2,000m

N
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上流部完了区間状況

国道202号BP(二里大橋 1/950）から上流を望む

金武橋（3/350)から下流を望む

下流部未完了区間状況

松浦鉄道(0/900)より上流を望む

松浦鉄道(0/900)より下流を望む 国道204号(川東橋 1/500)より下流を望む

24



環 境 調 査

※有田川下流部は良好な干潟を形成している
○平成１６年度 水棲生物調査

多くの魚介類・底生生物の生息を確認
（絶滅危惧種のハクセンシオマネキ等）

○平成１７年度～平成２８年度
掘削を施工しながら生息状況を調査

（掘削前後の比較では、個体数に若干の変化
があるが、特に劇的な変化はない）

○平成２９年度以降
今後も調査を行いながら、河床掘削を進めて
いく

ハクセンシオマネキ

生息状況調査（魚類・底生生物）

前回評価時とほぼ同数の種が確認された。

松浦鉄道

伊万里湾
凡　　例

生物調査地点

伊万里川

有田川

N
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〇氾濫区域内の土地利用について、平成24
年度以降の大規模開発や宅地造成は確認さ
れない。

〇伊万里市全体の人口は減少傾向である。

事業を巡る社会情勢等の変化

費用対効果の要因の変化

要因の変化はほとんどなく費用対効果はほぼ同値

総費用額Ｃ： 治水施設の整備及び維持管理に要する費用
（建設費、維持管理費（※事業完了後５０年間））

総便益額Ｂ： 治水施設整備によってもたらされる総便益額（被害軽減額）

総費用Ｃ：５２，３４７百万円

総便益Ｂ：５２，６０２百万円

⇒ 費用対効果
Ｂ／Ｃ ＝ ５２，６０２／５２，３４７＝ １．００５

・一般資産被害（家屋、事業所等） １８，６８７百万円
・農作物被害（水稲、畑作物等） ６百万円
・公共土木施設等災害被害（道路、橋梁等） ３１，６５６百万円
・間接被害（事業所の営業停止被害、清掃費用等） １，６２８百万円
・残存価値 ６２５百万円

26



●コスト縮減

建設発生土の有効利用（埋立地）により、総合的
なｺｽﾄ縮減を図っている。

●代替案の検討
特になし

コスト縮減や代替案等の可能性

河川改修の効果
①治水安全度の向上
②平成２年７月洪水による

床上浸水 ５５戸
浸水面積 １，１７０ｈａの軽減

③地域住民の安全・安心な暮らしに寄与

今後の事業展開
・事業を継続し、早期完成を図りたい

対応方針（事業課案）
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平成２９年度公共事業再評価諮問箇所「継続」理由書等 

 

 （課名：河川砂防課） 

事 業 名 

（路河川等名） 

河川整備交付金事業（高潮対策河川事業） 

（浜川） 

継続理由 浜川は川幅も狭く、度重なる洪水や高潮により、家屋浸水な

ど甚大な被害を起こしている。 

このため、河川改修を行うとともに、河口部においては高潮

被害の軽減を図るため、堤防嵩上げを行ってきた。 

昭和 60 年 9 月の高潮被害を契機に、平成 2 年度より高潮対

策事業に着手しており、その後も平成 24 年 9 月の台風により

被害が発生する等、たびたび浸水被害に見舞われている。 

このため、地域住民の当事業に対する期待は強く、早期完成

を望まれており、地域住民の安心・安全を確保するためには、

上流部河川改修と一体となった一連区間の整備が必要であり、

当事業の継続が適当である。 

Ｂ／Ｃの 

算出方法 

総便益（Ｂ）は河川改修による年平均被害軽減額を対象期間

分合計したもの。 

総費用（Ｃ）は治水施設の建設費と維持管理費を対象期間分

合計したもの。 

（※対象期間＝整備期間＋施設完成後５０年間。） 

 

総便益額（現在価値化した総便益） 

Ｂ＝ 130,016 百万円 

 

総費用額（現在価値化した総費用） 

Ｃ＝  12,256 百万円 

 

 Ｂ/Ｃ＝ 130,016/ 12,256＝ 10.6 

 

備  考  
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様式２  
平成２９年度再評価対象事業箇所    （再評価実施後、一定期間（5年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 
（対象：平成２４年度再評価実施事業） 

番号 項目 
事 業 名 
(路･河川名等) 

事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 
事業を巡る社会経済 
情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 
の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替案 
等 の 可 能 性 

再評価理由 
対応方針 
(事業課案) 

 
 
 

再評価 
時点 
 
Ｈ２４ 
 
 

浜川 
河川整備交付金
事業（高潮対策
河川事業） 
 
 

高潮堤防の築造、狭窄部の
解消を行い、治水安全度を
向上し、流域の高潮被害の
軽減を図る 
 
・計 画 流 量：280m3/s 
・計画治水安全度：1/50 
 

全体事業費：C=50億円 
工   期：H2～H29 
改 修 延 長：L=670m 
事業内容：掘削・護岸、
橋梁1基、JR橋梁(ｱﾝﾀﾞｰ 
ﾎﾞｯｸｽ)1式 
 
 

用地補償は家屋2戸を
除いて完成している。
（JR橋部と右岸護岸
220m、左岸護岸142mが
未施工） 
(H23末進捗率 80.1％) 
(年平均進捗率 3.6％) 
 
 
 
 

(過去の災害実績) 
H2.7(洪水による) 
浸水戸数   330戸［1775］ 
農地浸水面積 不明ha［681］ 

S60.8(高潮による) 
浸水戸数   不明戸［100］ 
農地被害面積 不明ha［165］ 

［ ］書きは鹿島市全体 
(地域の状況) 
隣接地区が「鹿島市浜庄津町

浜金屋町伝統的建造物群保存
地区」に指定されており、また、
「肥前浜宿水とまちなみの会」
による活発な活動が行われて
いる。 

最新のﾏﾆｭｱﾙに基
づき、費用対効果
（B/C）を算出し
た。 
 
(B/C)＝15.9 

・再生材の積極的
利用 

・建設副産物の有
効利用 

 
 
 

再評価実施後５
年が経過 
 
 

地域住民の安
全・安心の暮ら
しに寄与する
ためには、当事
業の継続が適
当である。 
 
 
 

現時点 
 
Ｈ２９ 

浜川 
河川整備交付金
事業（高潮対策
河川事業） 
 
 

高潮堤防の築造、狭窄部の
解消を行い、治水安全度を
向上し、流域の高潮被害の
軽減を図る 
 
・計 画 流 量：280m3/s 
・計画治水安全度：1/50 
 

前回評価時より事業費
を増額し、併せて工期を
延長した。 
 
全体事業費：C=66億円 
工   期：H2～H39 
改 修 延 長：L=670m 
事業内容：掘削・護岸、
橋梁1基、JR橋梁(ｱﾝﾀﾞｰ 
ﾎﾞｯｸｽ)1式 
 
 

用地補償は家屋2戸を
除いて完成している。
（JR橋部と右岸護岸
220m、左岸護岸142mが
未施工） 
(H28末進捗率 61.7％) 
(年平均進捗率 2.2％) 
 
 

(近年の災害実績) 
 H24.9 台風16号 
 最高潮位 TP3.6m 

（堤防高 TP3.5m） 
 道路、宅地の冠水 
 
(地域の状況) 
隣接地が重要伝統的建造物

群保存地区に指定されており、
地域を中心として酒蔵ツーリ
ズムや水辺で乾杯などのイベ
ントが開催され、観光客も増加
している。 

最新のﾏﾆｭｱﾙに基
づき、費用対効果
（B/C）を算出し
た。 
 
(B/C)＝10.6 

・再生材の積極的
利用 

・建設副産物の有
効利用 

 
 
 

再評価実施後５
年が経過 
 
 

地域住民の安
全・安心の暮ら
しに寄与する
ためには、当事
業の継続が適
当である。 
 
 
 

理由等 
 
 

  
 
 

・用地交渉難航箇所の交
渉に期間を要するため
の工期の延長。 
・JRアンダーボックスの
詳細設計の結果に基づ
く増額。 

進捗率 

 

前回再評価時
と比較し、事業完
了年度の延長及
び事業費増によ
りCが増大し費用
対効果の減とな
った。 
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浜川水系浜川

河川整備交付金事業

（高潮対策河川事業）

鹿島市浜町

（再評価実施後５年が経過）

位 置 図

浜川

Ｌ＝６７０ｍ
総合流域防災事業

Ｌ＝３，３３０ｍ

国道２０７号（バイパス）

高潮対策事業

N

新浜大橋

祐徳稲荷神社
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事 業 目 的

浸水被害・高潮被害が発生
平成２年７月洪水 浸水戸数330戸
昭和60年8月高潮 浸水戸数100戸(市内)

浸水被害・高潮被害が発生
平成２年７月洪水 浸水戸数330戸
昭和60年8月高潮 浸水戸数100戸(市内)

○浸水・高潮被害の軽減を図る
・河道拡幅、河床掘削を実施(浸水被害軽減)
・堤防嵩上げを実施（高潮対策）
・治水安全度の向上を図る

計画流量 280ｍ３／ｓ

計画治水安全度 １／50

高 潮 被 害 状 況 (1)

平成11年9月台風18号
による高潮状況

昭和60年8月台風13号
による高潮状況

左岸0ｋ/280付近
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高 潮 被 害 状 況 (2)

平成24年9月16日台風
16号による高潮状況

溢水箇所図

高潮位：
TP+3.60m(H24.9.17. 9時47分)

右岸0ｋ/550付近 右岸0ｋ/525付近

右岸0ｋ/450付近

浜川高潮対策事業 着手年：平成2年度
事業地：鹿島市

○事業概要

・全体事業費 6,600百万円

・事業期間 Ｈ2～H39
・改修延長 670m
・計画流量 280m3/s
・計画治水安全度 1/50
・掘削、護岸、

橋梁1基、

ＪＲ橋梁（ｱﾝﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽ)1式

・費用対効果 10.6

標 準 断 面 図

完了区間

未完了区間
Ｌ＝６７０ｍ

浜川高潮対策事業

N

新
浜
大
橋

浜
大
橋

浜
橋
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浜 川 航空写真

○事業進捗状況
・右岸護岸200m、左岸護岸142mを除き、約450mの改修を完了。
・Ｈ２８年度末進捗率 61.7％（事業費ベース） ・年平均進捗率 2.2％

完了区間

未完了区間

Ｌ＝２００ｍ

N

新
浜
大
橋

浜
大
橋

浜
橋

完 了 区 間 の 状 況

0k680付近(浜橋：国道207号）より下流（浜大橋)を望む

0k616(浜大橋)より上流(浜橋：国道207号)を望む
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未 完 了 区 間 の 状 況

0k475付近(ＪＲ橋下流左岸状況)

0k550付近(浜大橋より下流を望む)

事業区間の右岸側は「鹿島市浜庄津町浜金屋町伝統的建造物群保存地区」に

指定されている。

景観への配慮という観点からも、ｺﾝｸﾘｰﾄ製品を使用せずに深目地の石積み、

石張りを採用している。

景観配慮について

高潮対策事業区間
延長L=670m

総合流域防災事業区間 高潮対策事業区間
延長L=670m総合流域防災事業区間

鹿島市HPより

伝統的建造物群保存地区

新浜大橋

浜橋
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・氾濫域内の資産数量は全体的に減少している。

・鹿島市全体の人口は減少傾向である。

・隣接地が重要伝統的建造物群保存地区に指定されて
おり、地域を中心として酒蔵ツーリズムや水辺で乾杯な
どのイベントが開催され、観光客も増加している。

事業を巡る社会情勢等の変化

費用対効果の要因の変化

総費用額Ｃ：高潮堤防の築造及び維持管理に要する総費用
（建設費、維持管理費（※事業完了後５０年間））

総便益額Ｂ：高潮堤防の築造によってもたらされる総便益額（被害軽減額）
・一般資産被害（家屋、事業所等） ４６，６２６百万円

・農作物被害（水稲、畑作物等） １１９百万円

・公共土木施設等災害被害（道路、橋梁等） ７８，９８４百万円

・間接被害（事業所の営業停止被害、清掃費用等） ４，１５７百万円

・残存価値 １３０百万円

総費用Ｃ： １２,２５６百万円
総便益Ｂ：１３０,０１６百万円

⇒ 費用対効果
Ｂ／Ｃ ＝ １３０,０１６／ １２,２５６ ＝ １０．６

全体事業費の増額及び工期延伸による費用対効果の減
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●コスト縮減
・再生材の積極的な利用
・建設副産物の有効利用

●代替案の検討
・特になし

コスト縮減や代替案等の可能性

高潮対策の効果
①治水安全度の向上
②高潮被害の解消
③地域住民の安全・安心な暮らしに寄与

今後の事業展開
・事業を継続し、早期完成を図りたい

対応方針（事業課案）
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佐賀県公共事業評価実施要領 
 

（目的） 
第１条 この要領は、佐賀県（以下「県」という。）が実施する公共事業の効率性及び

その実施過程の透明性の一層の向上を図るため、次の３つの公共事業評価を行うことを

目的とする。 
 （１）新たに着手する事業箇所について、事業着手の適否に関する評価（以下「新規

評価」という。）を行う。 
 （２）事業採択後一定期間が経過した事業について、事業継続の適否に関する評価（以

下「再評価」という。）を行う。 
 （３）既に完了した事業について、事業完了後の効果、環境への影響等に関する評価

（以下「事後評価」という）を行う。 
 
（対象事業） 
第２条 公共事業評価の対象とする事業は、県が実施する別紙１に掲げる事業で、災害

復旧等緊急を要する事業や全体事業費が１千万円未満の小規模な事業、又は別紙２の事

業を除いた事業うち、次のとおりとする。 
 （１）新規評価は建設、維持・管理など新たに事業に着手しようとする事業を対象と

する。 
 （２）再評価は次の事項に該当する事業を対象とする。ただし、維持・管理に係る事

業は除く。 
    ① 事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業 
    ② 事業採択後１０年間を経過した時点で継続中の事業。ただし、国の再評価

実施要領等で定められた地方公共団体が実施する再評価対象事業について

は、当該実施要領等に従い実施する。 
    ③ 準備・計画段階で５年間が経過している事業。ただし、次に掲げる事業で、

着工時の個別事業箇所が明確なものに限る。 
     ア 地域高規格道路に係る事業、連続立体交差事業等で大規模なもの（着工

準備費を予算化したものに限る。）。 
     イ 実施計画調査費を予算化したダム事業。 
    ④ 前回の再評価実施後５年間が経過した時点で継続中又は未着工の事業。た

だし、国の再評価実施要領等で定められた地方公共団体が実施する再評価対

象事業については、当該実施要領等に従い実施する。 
    ⑤ 社会経済情勢の急激な変化等により見直しの必要が生じた事業。 
 （３）事後評価は次の事項に該当する事業を対象とする。ただし、維持・管理に係る

※ 参考資料 



事業は除く。 
    ① 事業完了後、おおむね５年を経過した事業。 
    ② 上記以外の事業で特に事後評価を実施する必要が生じた事業 
 
（実施時期） 
第３条 公共事業評価の実施時期は次のとおりとする。ただし、緊急的に公共事業評価

を実施する必要が生じた場合は、その都度公共事業評価を実施する。 
（１）新規評価は、原則、新たに事業に着手しようとする年度の前年度末までに実施

する。 
（２）再評価を実施する時期は、次のとおりとする。 
   ① 第２条（２）①、③、④の事業にあっては、５年目の年度末までに再評価を

実施する。 
   ② 第２条（２）②の事業にあっては、１０年目の年度末までに再評価を実施す

る。 
 （３）事後評価は、事業完了後、おおむね５年を経過した年度末までに実施する。 
 
（公共事業評価監視委員会への諮問） 
第４条 県は、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、

公共事業評価の結果等について第三者の意見を求めるため、別途定める学識経験者等で

構成される佐賀県公共事業評価監視委員会（以下「委員会」という）へ諮問を行う。 
 
 
（公共事業評価の実施及び評価手法） 
第５条 公共事業評価の実施主体は県とし、公共事業評価の実施及び評価手法について

は次のとおりとする。 
 （１）新規評価の実施については次のとおりとする。 
   ① 新規評価は次の視点から行うものとする。 
    ア 事業の位置付け 
    イ 事業の必要性・効果 
    ウ 事業の実施環境 
   ② 事業の客観的な新規評価を実施するため、県は、各事業の新規評価の視点ご

とに、別に定める評価指標、評価基準及び判断基準からなる新規評価マニュア

ル（以下「評価マニュアル」という。）を策定する。 
   ③ 事業所管課は、評価マニュアルに基づき、対象事業箇所ごとに評価の結果を

とりまとめた新規評価調書を作成し委員会へ報告を行う。 
   ④ 事業所管部局は、評価調書に基づき審議を行い、新規事業箇所採択に向けて



の要求方針を決定する。 
   ⑤ 県は評価マニュアルを策定するに当たっては、あらかじめ、委員会に諮問す

るものとし、これを変更する場合も同様とする。 
   ⑥ 県は委員会からの意見を受けて評価マニュアルを策定し、または変更するも

のとする。 
   ⑦ 県は、評価マニュアルの改善の必要性について随時検討を行うとともに、改

善の必要性が生じた場合には、速やかに、委員会に諮り、その改善に努めるも

のとする。 
 （２）再評価の実施については次のとおりとする。 
   ① 再評価は次の視点から行うものとする。 
    ア 事業の進捗状況 
    イ 事業を巡る社会情勢等の変化 
    ウ 事業採択時の費用対効果分析の要因の変化 
    エ コスト縮減や代替案立案等の可能性 
   ② 事業所管課は、対象事業ごとに今後の対応方針等をとりまとめた再評価調書

を作成し、委員会へ諮問を行う。 
   ③ 再評価調書の作成に当たっては、国が事業種別ごとに定めた再評価実施要領

を参考とするものとする。 
   ④ 市町村に対して、国の再評価実施要領及び県の公共事業評価実施要領等を参

考に評価体制、評価手法等の整備を行い、公共事業の再評価を実施するよう要

請するものとする。 
 （３）事後評価の実施については次のとおりとする。 
   ① 事業所管課は事後評価に係る資料の収集・整理を行い、事後評価調書を作成

する。 
   ② 事後評価調書の作成に関し必要な事項は別に定める。 
   ③ 県は、事後評価調書を委員会へ諮問する。 
   ④ 県は、委員会からの答申を尊重し、事後評価結果を今後実施する事業の計画

又は実施中の事業に反映するように努め、必要に応じて新規評価・再評価手法

の見直しについて検討を行うものとする。 
２ 委員会の意見は最大限に尊重するものとする。 
 
（評価マニュアル及び公共事業評価結果の公表） 
第６条 県は、策定、又は変更を行った評価マニュアル及び公共事業評価の結果を公表

するものとする。 
 
 



（庶務） 
第７条 公共事業評価に関する庶務は、県土整備部県土企画課において処理する。 
 
（その他） 
第８条 この要領で定めるもののほか公共事業評価の実施に関し必要な事項は、別に定

める。 
附 則 
１ この要領は平成２８年 ４月 １日から実施する。 
２ 本要領の施行に伴い、「佐賀県公共事業新規評価実施要綱（平成２２年１０月２８

日）」、「佐賀県公共事業再評価実施要綱（平成２６年１０月３０日）、「佐賀県公共事業

事後評価実施要綱」（平成１７年６月３０日））は廃止する。 
  



別紙１ 
 県が行う事業の範囲は、県が事業主体である公共事業のうち、道路事業、河川事業、

海岸事業、砂防事業、ダム事業、都市計画事業、住宅事業、港湾事業、農業農村整備事

業、森林整備事業、治山事業及び漁港漁村整備事業とする。 
 
別紙２ 
 １ 準備・計画段階に要する費用を予算化しようとする事業 
 ２ 箇所を特定せずに予算化しようとする事業 
 ３ 事業途上で行う維持管理等の事業 
 ４ 既存施設の機能障害除去や取り壊し等の事業 
 ５ 災害復旧に伴い必要となる事業 
 ６ 他事業との合併施行等に伴う受託事業 
 
 


